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P r o f i l e

最新労働法解説

講師●弁護士：町田悠生子 （まちだ　ゆきこ）

　昨年5月から本年3月27日までの全10回にわ
たり厚生労働省において「職場のパワーハラス
メント防止対策についての検討会」が開催され、
本年3月30日、これまでの議論をまとめた報告
書が公表されました。
　パワーハラスメント（パワハラ）を巡っては、
2012年1月、厚生労働省の作業部会である「職
場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワ
ーキング・グループ」による報告書が公表され、
その中で、パワハラの一応の定義と6類型が示
されました。そこでは、「上司だけでなく、同
僚や部下からのいじめもパワハラ」との内容が
盛り込まれており、「パワハラといじめの境界
線」や「パワハラと業務指導の境界線」があい
まいで、パワハラ概念の外延を必ずしも明確に

画するものにはなっていませんでした。
　今回の報告書は、ワーキング・グループ報告
書の流れを汲みつつも、その後の実務の動向を
踏まえて、パワハラに当たるかどうかを事業主
が判断する際の新たな基準を一歩踏み込んで具
体的に示すものとなっています。今後、この報
告書の内容を踏まえて、事業主に対するパワハ
ラ防止対策措置義務の新たな導入をも視野に入
れつつ、実効性ある防止策の制度化に向けた議
論が本格化されます。
　そこで本研究会では、パワハラ問題に明るい
弁護士の町田先生を講師にお招きし、企業にお
けるパワハラ解消に向けた一層の取組みの道し
るべとして、検討会報告書の詳解と今後の立法
動向をご解説いただきます。

平成18年３月　 慶應義塾大学法学部法律学科卒業
平成20年３月　 慶應義塾大学法科大学院修了
平成21年12月　 弁護士登録（第二東京弁護士会）
平成24年６月　 五三・町田法律事務所設立
日本労働法学会会員、経営法曹会議会員、第二東京弁護士会労働
問題検討委員会副委員長
弁護士登録以来、専ら使用者側にて労働事件を多数取り扱うとと
もに、日々、顧問先等からの人事・労務関係の相談に対応。
【執筆】「労務専門弁護士が教えるSNS・ITをめぐる雇用管理」（共
著　新日本法規出版　平成28年）、「裁判例や通達から読み解く マ
タニティ・ハラスメント 引き起こさないための対応実務等」（編
著　労働開発研究会　平成30年）「2018年労働事件ハンドブック」
（執筆分担　労働開発研究会　平成30年）他。

職場のパワーハラスメント防止
対策について考える

―検討会報告書の検証を中心に・今後の立法動向も

解説―
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本定例会のポイント

パワハラの防止に向けた立法的措置の動向

　検討会では、実効性ある防止対策として、パワハラの防止に向けた何らかの立法的措置

が検討されたが、最終的には、具体的な方向性が示されるには至らなかった。

　もっとも、今後、検討会報告書をふまえた労政審での議論が開始される予定となってい

るので、使用者にセクハラ・マタハラ類似の防止措置義務を課す方向でパワハラについて

も一定の立法措置が図られるものと予想される。合わせて、パワハラの発生の要因を解消

するために望ましい措置等を示したガイドラインが公表されるであろう。

検討会報告書におけるパワハラの概念整理について

　パワハラの定義やパワハラ該当性をどのように判断すべきかについて、職場のいじめ・

嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告から５年以上が経過し、その間、

裁判例の集積も進んだので、さらに踏み込んだパワハラ概念整理が検討会報告書で示され

るのではないかと期待していたが、あくまで同報告をベースとして、その内容を敷衍する

に留まっている。よって、検討会報告書内では、パワハラ概念について特段新たな方向性

は示されていない。

　ワーキング・グループ報告から一歩進んだ取組といえるのは、同報告が示した定義・類

型整理を前提に、パワハラに該当する例としない例を盛り込んだ点であるが、ただ、そこ

に挙げられているのは、パワハラに該当する／しないことが確実といえる行為に留まって

いる点に注意が必要である。

パワハラ該当性は目的と態様を分けて検討する視点を持つ

　パワハラ防止措置においては、相談窓口の設置及び寄せられた相談への対応がメインと
なる。パワハラ該当性判断は難しいが、パワハラに関する裁判例が、目的→態様という順

で検討していることを参考にするとよいであろう。目的との関係では、パワハラとされた

行為に指導・管理監督目的があるか、会社や部下のためになされた言動であるかを検討す

る。そのような目的がないなら、基本的には不適切なもの（パワハラ）と言える。他方で、

一定の指導目的が認められる場合は、次に、行為態様を検討する。行為態様に関して裁判

例は、一つの言動（上司が発した言葉など）だけに着目するのではなく、その言動に至る

までに上司・部下間でどのようなことがあったか、被害者（部下）側の社会人としての経

験値、被害者（部下）側が継続的な指導により精神的に弱っている状態に陥っていたかど

うか、他の従業員の面前での叱責であるかどうか、上司の言動が部下を全体として否定す

るものであるかどうか等の事情を総合的に検討している。
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のでしょうか。
　これは、平成29年３月13日に労使のト
ップ（連合と経団連）が時間外労働の上
限規制等に関する合意（以下「労使合意」）
をしました。その中で、「３．過労死等
を防止するための対策」という箇所に以
下の記述が盛り込まれました。
　「過労死等防止対策推進法に基づく大
綱を見直す際、メンタルヘルス対策等の
新たな政府目標を掲げることを検討す
る。職場のパワーハラスメント防止に向
けて、労使関係者を交えた場で対策の検
討を行う。」
　時間外労働の上限規制は、過重労働に
よる健康被害を防止するためのもので
す。ただ、単に長時間労働になっている
だけではなく、そこにパワハラが加わる
ことで、心理的な負荷が一層強まり、最
悪の結果である死に近づきやすくなる実
態があります。よって、単に長時間労働
を防止するだけでは健康の維持確保とい
う観点からは不十分だということで、パ
ワハラも防止しなければならないという
方向性が示されました。
　そして、この労使合意を踏まえた「働
き方改革実行計画」（平成29年3月28日決
定）において、「４．罰則付き時間外労
働の上限規制の導入など長時間労働の是
正」という項目に以下の記述が入りまし
た。
　「労働者が健康に働くための職場環境
の整備に必要なことは、労働時間管理の
厳格化だけではない。上司や同僚との良
好な人間関係づくりを併せて推進する。
このため、職場のパワーハラスメントを
防止するため、政府は労使関係者を交え
た場で対策の検討を行う。」

　みなさんこんにちは、弁護士の町田と
申します。本日は、職場のパワーハラス
メント防止対策について考える－検討会
報告書の検証を中心に－というテーマで
お話させていただきます。よろしくお願
いいたします。
　職場のパワハラについては、昨年度に
厚労省で「職場のパワーハラスメント防
止対策についての検討会」（以下「検討
会」）が開かれ、年度末に報告書が公表
されました。その内容をふまえながら、
今後のパワハラ対策をどう進めればよい
のかを皆様と考えたいと思います。

検討会について

検討会の実施状況
　この検討会は、厚生労働省雇用環境・
均等局が所管し、平成29年５月から平成
30年３月までの間、計10回にわたり開催
され、同年３月30日、議論の成果をまと
めた報告書が公表されました。
　検討会のメンバーは、パワハラ問題に
関する有識者、経団連、連合、学者、企
業の実務担当者等計15名です。残念なが
ら法律実務家（弁護士）は入っていませ
ん。職場のいじめ・嫌がらせ問題に関す
る円卓会議ワーキング・グループのメン
バーだった方々も、何人か今回の検討会
にも加わっており、過去の議論との連続
性にある程度配慮がされたものと思われ
ます。

検討会の開催経緯
　では、なぜ平成29年５月というタイミ
ングで検討会が開催されることになった
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　これを受けて検討会が開催されること
になりました。

開催の背景
　労使合意や働き方改革実行計画のほか
に、パワハラ対策の必要性の機運を高め
た背景事情も見てみましょう。
（１）平成28年度個別労働紛争解決制度
の施行状況（平成29年6月16日厚労省公
表）
　この統計は、個別労働関係紛争の解決
の促進に関する法律に基づく紛争解決援
助制度としての①総合労働相談センター
での相談対応、②労働局長による助言・
指導、③紛争調整委員会によるあっせん
手続に関して、平成28年度における相談・
処理件数や相談内容等をまとめたもので
す。これによると、①～③の全てにおい
て「いじめ・嫌がらせ」が最も多く、①
総合労働相談センターへの相談に関して
は５年連続で、②労働局長による助言・
指導では４年連続で、③あっせん申請で
は３年連続で、「いじめ・嫌がらせ」が
最も多くなっているとのことです。かつ
ては、解雇や雇止めといった雇用の終了
に関する相談等がメインでしたが、数年
前に「いじめ・嫌がらせ」がトップに躍
り出てからは、独走状態が続いています。
このようなところからも、行政内部にお
いて、いじめ・嫌がらせ、ひいては、パ
ワーハラスメントについて、何らかの防
止対策をしなければならないという機運
が高まってきたのだと思われます。
　もっとも、この統計では、相談者の頭
数ではなく、相談件数ベースですので、
１人の労働者が何度も同じことで相談し
た場合には複数にカウントされていま

す。また、「いじめ・嫌がらせ」はあく
まで本人の申出による認定であり、行政
が「これは違法ないじめ・嫌がらせだ」
と認定したわけではありません。そして、
統計上の相談項目の中に「パワーハラス
メント」はないので、同僚間におけるい
じめ・嫌がらせも、上司によるパワハラ
も、すべて「いじめ・嫌がらせ」の中に
カウントされています。ただ、いじめ・
嫌がらせとパワハラとでは、使用者が果
たすべき法的責任は異なりますので、同
列に論じることは避けるべきであろうと
個人的には思っています。
　ですので、法的に救済すべきいじめ・
嫌がらせ（パワハラ）が本当に増えてい
るか、というのはこの統計からは読み取
れませんが、いずれにしても、いじめ・
嫌がらせ（パワハラ）を受けたと感じる
労働者が増えているということは確かだ
と思います。その観点を踏まえつつ企業
も対応をしていかなければならないのだ
ろうと思います。
（２）労災について
　労災は、脳・心臓疾患と心理的負荷に
よる精神障害とに大別されますが、この
うち、後者の心理的負荷による精神障害
の認定基準が平成23年に大きく改正され
ました（平成23年12月26日基発1226第１
号）。
　心理的負荷による精神障害の認定基準
は、職場で起こり得る出来事について、
それぞれ心理的負荷の程度を「強」（Ⅲ）・
「中」（Ⅱ）・「弱」（Ⅰ）の３つに区分し（図
表１「職場における心理的負荷評価表」）、
被災者について「強」と評価できる出来
事が発生したと認められる場合には（複
数の出来事に該当し「中」＋「中」で「強」
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（別表１）

(2) 心理的負荷の強度を
修正する視点

Ⅰ Ⅱ Ⅲ

重度の病気やケガをした ☆
被災の程度、後遺障害の有無・程度、社会復帰
の困難性等

○ 仕事の量（労働時間等）の変化後の持
続する状況

悲惨な事故や災害の体験(目撃）を
した

☆ 事故や被害の大きさ、恐怖感、異常性の程度等 ・所定外労働、休日労働の増加の程度

交通事故(重大な人身事故、重大事
故）を起こした

☆ 事故の大きさ、加害の程度、処罰の有無等 ・仕事密度の増加の程度

労働災害（重大な人身事故、重大事
故）の発生に直接関与した

☆ 事故の大きさ、加害の程度、処罰の有無等

会社の経営に影響するなどの重大
な仕事上のミスをした

☆
失敗の大きさ・重大性、損害等の程度、ペナル
ティの有無等

会社で起きた事故（事件）について、
責任を問われた

☆
事故の内容、関与・責任の程度、社会的反響の
大きさ、ペナルティの有無等

○ 仕事の質・責任の変化後の持続する状
況

違法行為を強要された ☆
行為の内容、強要に対する諾否の自由の有無、
強要の程度、社会的影響の大きさ、ペナルティ
の有無等

・仕事の内容・責任の変化の程度、経験、
適応能力との関係等

自分の関係する仕事で多額の損失
を出した

☆
損失の内容・程度、関与・責任の程度、ペナル
ティの有無等

達成困難なノルマが課された ☆
ノルマの困難性、強要の程度、ペナルティの有
無、達成できなかった場合の影響等

ノルマが達成できなかった ☆
ノルマの内容、困難性・強制性・達成率の程度、
ペナルティの有無、納期の変更可能性等

新規事業の担当になった、会社の
建て直しの担当になった

☆
プロジェクト内での立場、困難性の程度、能力と
仕事内容のギャップの程度等

顧客や取引先から無理な注文を受
けた

☆ 顧客・取引先の位置付け、要求の内容等 ○ 仕事の裁量性の欠如

顧客や取引先からクレームを受けた ☆
顧客・取引先の位置付け、会社に与えた損害の
内容・程度等

・他律的な労働、強制性等

研修、会議等の参加を強要された ☆
研修・会議等の内容、業務内容と研修・会議等
の内容とのギャップ、強要に対する諾否の自由
の有無、強要の程度、ペナルティの有無等

大きな説明会や公式の場での発表
を強いられた

☆
説明会の規模、業務内容と発表内容のギャッ
プ、強要・責任の程度等

上司が不在になることにより、その
代行を任された

☆
内容、責任の程度・代行の期間、本来業務との
関係等

○ 職場の物的・人的環境の変化後の持続
する状況

仕事内容・仕事量の大きな変化を生
じさせる出来事があった

☆
業務の困難度、能力・経験と仕事内容のギャッ
プ、責任の変化の程度等

・騒音、暑熱、多湿、寒冷等の変化の程
度

勤務・拘束時間が長時間化する出
来事が生じた

☆ 勤務・拘束時間の変化の程度、困難度等 ・対人関係・人間関係の悪化

勤務形態に変化があった ☆ 交替制勤務、深夜勤務等変化の程度等

仕事のペース、活動の変化があっ
た

☆ 変化の程度、強制性等

職場のOA化が進んだ ☆ 研修の有無、強制性等

退職を強要された ☆
解雇又は退職強要の経過等、強要の程度、代
償措置の内容等

出向した ☆
在籍・転籍の別、出向の理由・経過、不利益の
程度等

○ 職場の支援・協力等の欠如の状況

左遷された ☆ 左遷の理由、身分・職種・職制の変化の程度等
・訴えに対する対処、配慮の欠如の状況

等

非正規社員であるとの理由等によ
り、仕事上の差別、不利益取扱いを
受けた

☆ 差別、不利益の内容・程度等
・上記の視点に関わる調査結果を踏ま

え、客観的にみて問題への対処が適切に
なされていたか等

早期退職制度の対象となった ☆ 対象者選定の合理性、代償措置の内容等 ○ その他

転勤をした ☆
職種、職務の変化の程度、転居の有無、単身赴
任の有無、海外の治安の状況等

(1)の出来事に派生する状況が持続する
程度

複数名で担当していた業務を１人で
担当するようになった

☆ 業務の変化の内容・程度等

配置転換があった ☆ 職種、職務の変化の程度、合理性の有無等

自分の昇格・昇進があった ☆ 職務・責任の変化の程度等

部下が減った ☆
職場における役割・位置付けの変化、業務の変
化の内容・程度等

部下が増えた ☆ 教育・指導・管理の負担の内容・程度等

同一事業場内での所属部署が統廃
合された

☆ 業務の変化の内容・程度等 弱 中 強

担当ではない業務として非正規社
員のマネージメント、教育を行った

☆ 教育・指導・管理の負担の内容・程度等

ひどい嫌がらせ、いじめ、又は暴行
を受けた

☆ 嫌がらせ、いじめ、暴行の内容、程度等

セクシュアルハラスメントを受けた ☆ セクシュアルハラスメントの内容、程度等

上司とのトラブルがあった ☆ トラブルの内容・程度等

部下とのトラブルがあった ☆ トラブルの内容・程度等

同僚とのトラブルがあった ☆
トラブルの内容、程度、同僚との職務上の関係
等

理解してくれていた人の異動があっ
た

☆

上司が替わった ☆

昇進で先を越された ☆

同僚の昇進・昇格があった ☆

（注）

・ (1)の具体的出来事の平均的な心理的負荷の強度は☆で表現しているが、この強度は平均値である。また、心理的負荷の強度Ⅰは日常的に経験する心理的負荷で一般的に問題とならない程度の
心理的負荷、心理的負荷の強度Ⅲは人生の中でまれに経験することもある強い心理的負荷、心理的負荷の強度Ⅱはその中間に位置する心理的負荷である。

・ (2)の「心理的負荷の強度を修正する視点」は、出来事の具体的態様、生じた経緯等を把握した上で、「修正する際の着眼事項」に従って平均的な心理的負荷の強度をより強くあるいはより弱く評価
するための視点である。

・ (3)「(1)の出来事後の状況が持続する程度を検討する視点」は、出来事後の状況がどの程度持続、拡大あるいは改善したのかについて、「持続する状況を検討する際の着眼事項例」を評価に

② 仕事の失敗、過重
な責任の発生等

④ 身分の変化等

⑤ 役割・地位等の変
化

⑥ 対人関係のトラブ
ル

② 職場内のトラブルに対する対処がなされて
いない等

③ その他（職場の支援・協力等の欠如の状況
に関すること）

(3) (1)の出来事後の状況が持続する程度を検討する視点
（「総合評価」を行う際の視点）

② それまでの経験が生かされず、新たな知
識、技術が求められることとなった

③ 深夜勤務を含む不規則な交替制勤務となっ
た

④ 24時間連絡が取れるなど、すぐ仕事に就け
る状態を求められるようになった

② 自分で仕事の順番・やり方を決めることがで
きなくなった

③ 自分の技能や知識を仕事で使うことが要求
されなくなった

④ その他（仕事の裁量性の欠如に関すること）

⑤ 職場の作業環境（騒音、照明、温度、湿度、
換気、臭気など）が悪くなった

⑥ その他（仕事の質・責任の変化後の持続す
る状況に関すること）

① 仕事のやり方の見直し改善、応援体制の確
立、責任の分散等、支援・協力がなされていな
い等

⑥ その他（職場の物的・人的環境の変化に関
すること）

① 仕事が孤独で単調となった

② 職場内で孤立した状況になった

③ 職場での役割・居場所がない状況になった

④ 職場の雰囲気が悪くなった

① 対人関係のトラブルが持続している

職場における心理的負荷評価表

③ 仕事の量・質の
変化

持続する状況を検討する際の
着眼事項例

① 恒常的な長時間労働が出来事以後にみら
れた

② 多忙な状況となり、所定労働時間内に仕事
が処理できず、時間外労働が増えた

③ 休日出勤が増えた

⑤ その他（仕事の量（労働時間等）の変化に関
すること）

① ミスが許されないような、かなり注意を集中
する業務となった

⑤ 以前より高度の知識や技術が求められるよ
うになった

⑦ 対人関係の変化

総合評価

出来事に伴う問題、変化への対処等

(1) 平均的な心理的負荷の強度

① 事故や災害の体験

心理的負荷
の強度

出来事の類型

具体的出来事 修正する際の着眼事項

④ 勤務時間中はいつも仕事に追われる状況と
なった

資料４

P, 25

図表１
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合わさると、心理的負荷の程度が「強」
に修正され、労災と認定されます。つま
り、長時間労働とパワハラが同時期に生
じると、より強い心理的負荷が生じて心
身の不調を来すことがある、ということ
が労災認定基準の構造からも明らかにさ
れているのです。
　そして、労災認定基準が改正された後、
「ひどい嫌がらせ、いじめ又は暴行を受
けた」ことを主な出来事とする精神障害
の支給決定件数は、右肩上がりに増えて
います。
　図表２は評価表の出来事ごとに決定件
数が書かれたものです。「５　対人関係」
のところに「（ひどい）嫌がらせ、いじ
め又は暴行を受けた」があります。右の
平成28年度は、この出来事に関する労災
申請173件のうち74件について労災と認
定されています。同様に、平成27年度は
151件中60件です。さらに、平成28年度
に関しては、労災と認定された件数のう
ち、「（ひどい）嫌がらせ、いじめ又は暴
行を受けた」が最も多い認定件数となっ
ていることがわかります。
　ここからも、嫌がらせ・いじめ、パワ
ハラによって精神不調を来す労働者が増
加していることが把握でき、対策の必要
性が見てとれます。
（３） 厚労省による職場のパワーハラス
メントに関する実態調査（平成28年度）
　本調査（以下「実態調査」）は、企業
調査と従業員調査からなるアンケート調
査です。平成28年７月～10月にかけて実
施されたもので、企業調査のほうは１万
社以上にアンケートを送って、戻ってき
たのは4500社程度でした。調査対象は従
業員数30人以上の会社です。検討会報告

となる場合等を含む。）、精神障害の発生
が業務に起因するもの、すなわち、労災
であると認定する、というものです。
　この心理的負荷評価表の中で、平成23
年の認定基準改正により新たに追加され
た具体的な出来事が、「ひどい嫌がらせ・
いじめ又は暴行を受けた」（強）、「違法
行為を強要された」（中）、「達成困難な
ノルマが課された」（中）、「研修・会議
等の参加を強要された」（小）、「大きな
説明会や公式の場での発表を強いられ
た」（小）です。これらはいずれもパワ
ハラと評価できる、もしくは、状況によ
っては、パワハラと結びつくものです。
このほか、「職場で顧客や取引先から無
理な注文を受けた」（中）も追加されま
した。これは、今回の研究会報告書で言
及されているカスタマーハラスメントに
結びつくものです。
　このように、平成23年の認定基準改正
では、パワハラに関連する出来事が複数
追加され、パワハラと労災認定との結び
つきが強化されたということができま
す。特に、「ひどい嫌がらせ・いじめ又
は暴行を受けた」については、標準的な
心理的負荷の程度が「強」ですから、こ
れに該当すれば、直ちに労災と認定され
ることになります（「ひどい」と評価で
きるのは、上司が人格を否定するような
言動をした場合でかつそれが繰り返し行
われたような場合、複数人が結託してあ
る個人の人格否定を執拗に行った場合、
暴行についても治療を要するものであっ
た場合など）。
　また、「中」に該当する出来事が１つ
だけなら労災認定されませんが、それが
月100時間程度の恒常的な長時間労働と
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図表２
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　取組の具体的内容は図表３のとおり
で、図表３の左側が実施しているもの、
右側が効果を実感できたものです。相談
窓口を設置したり、管理職を対象にパワ
ハラについての講演や研修会を実施した
り、一般社員等を対象にパワハラについ
ての講演や研修会を実施したといったあ
たりが特に効果を実感できた取組となっ
ています。ただ、全体的に一定の効果が
実感できているようです。
　そして、その効果の内容について、実
態調査結果を分析した資料によると、「企
業がパワーハラスメントの予防・解決に
向けた取組を積極的に実施すると、従業
員にとってはパワーハラスメントに関す
る相談がしやすくなるとともに、企業に
とってもパワーハラスメントの実態が把
握しやすくなる。」「パワーハラスメント
の予防・解決に向けた取組を行っている
企業で働く従業員は、パワーハラスメン

書は、この実態調査をかなり意識してい
るように思われるので、実態調査結果を
紹介しておきたいと思います。なお、調
査にあたりパワハラの定義付けはしてい
ません。
　まず、従業員向けの相談窓口における
従業員からの相談のテーマで最も多かっ
たのは、パワハラでした（32.4％）。過
去３年間に１件以上パワハラに該当する
相談を受けたと回答した企業は、36.3％
でした。また、過去３年間にパワハラを
受けたことがあると回答した従業員は、
32.5％でした（平成24年度実態調査では
25.3％）。
　パワハラの予防・解決に向けた取組を
実施している企業は52.2%であり、企業
規模が小さくなると実施比率は相対的に
低くなるものの、平成24年度と比較する
とすべての従業員規模の企業で比率が高
くなっています。

 

図表３
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当初は、実効性ある防止対策として、パ
ワハラの防止に向けた立法化が検討され
ていました。ですが、最終的には、立法
化に向けた具体的な道筋は示されず、今
後、この報告書を踏まえて行われる労政
審（労働政策審議会）での議論に委ねら
れることとなりました。
　また、パワハラとは何か、パワハラ概
念について、職場のいじめ・嫌がらせ問
題に関する円卓会議ワーキング・グルー
プ報告（平成24年１月30日）から５年以
上が経過し、その間、いろいろな裁判例
が出ていますので、それも踏まえた概念
整理がなされるのではないか、それがよ
り明確になれば、企業にとってパワハラ
かどうかの認定判断が多少容易になり対
策も一層進むのではないかと期待してい
たのですが、残念ながら積極的な概念整
理はなされず、ワーキング・グループ報
告が示した定義（「職場のパワーハラス
メントとは、同じ職場で働く者に対して、
職務上の地位や人間関係などの職場内の
優位性（※）を背景に、業務の適正な範
囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与え
る又は職場環境を悪化させる行為をい
う。※ 上司から部下に行われるものだ
けでなく、先輩・後輩間や同僚間などの
様々な優位性を背景に行われるものも含
まれる。」以下「ＷＧ定義」）とパワハラ
６類型（①身体的な攻撃、②精神的な攻
撃、③人間関係からの切り離し、④過大
な要求、⑤過小な要求、⑥個の侵害、以
下「ＷＧ類型」）に依拠した内容となっ
ています。
　そして、報告書の作成にあたり、検討
会の中で労使それぞれの立場や学者から
出された様々な意見に配慮したせいか、

トを受けたと感じる比率やパワーハラス
メントにより心身への影響があったとす
る比率が相対的に低くなる。」「パワーハ
ラスメントの予防・解決に向けた取組に
より、職場環境が変わる、コミュニケー
ションが活性化するほか、休職者・離職
者の減少、メンタル不調者の減少などの
付随効果がみられる。」「パワーハラスメ
ントの予防・解決のための効果が高い取
組として、相談窓口の設置や従業員向け
の研修の実施を挙げている企業の比率が
高く、企業がパワーハラスメントの予防・
解決に向けた取組を複数実施すること
が、従業員にとって、職場環境の改善な
どの効果を感じやすい。」と分析されて
います。
　他方、パワーハラスメントの予防・解
決に向けた取組の主な課題として、「企
業規模が小さくなるにしたがい、相談窓
口の設置比率が低くなり、パワーハラス
メントを受けた場合に企業とは関係のな
いところに相談する比率が高くなること
から、パワーハラスメントの実態が相対
的に把握されていない。」としています。
　これらの視点、特に、「企業がパワハ
ラに関する取組を行うと、パワハラを受
けたと感じる従業員の比率が下がる」「企
業規模が小さいと従業員が社外に相談す
るのでパワハラの実態把握が困難にな
る」といった視点が検討会報告書の中で
も活かされています。

検討会報告書の検証
　

検討会報告書のポイント整理
　検討会の名は「防止対策」ですので、

2
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　この中で面白いのは「③　職場のパワ
ーハラスメント発生の要因」のところの、
以下の記述です。
　「職場のパワーハラスメントの発生の
要因については、本検討会ではパワーハ
ラスメントの行為者及び被害者となる労
働者個人の問題によるものと、職場環境
の問題によるものがあるとの意見が示さ
れた。労働者個人の問題としては、パワ
ーハラスメントの行為者については、感
情をコントロールする能力やコミュニケ
ーション能力の不足、精神論偏重や完璧
主義等の固定的な価値観、世代間ギャッ
プ等の多様性への理解の欠如等があると
の意見が示された。また、パワーハラス
メントの受け手となる労働者について
も、社会的ルールやマナーを欠いた言動
が一部には見られることもあるのではな
いかとの意見が示された。」
　つまり、パワハラが生じる背景として、
上司だけでなく、部下のほうにも原因が
ある場合があることが示されています。
　実は、この「また、パワーハラスメン
トの受け手となる労働者についても」以
下の部分、報告書の第１案では、「スト
レス耐性や社会的ルールやマナーの獲
得、依存体質や責任転嫁体質の改善等の
余地がある場合がある」と書かれていて、
この方が趣旨が明瞭だと思うのですが、
やはり少し刺激的すぎるということなの
か、最終的には上記の書きぶりに落ち着
きました。
　この部分に続いて、「職場環境の問題
としては、労働者同士のコミュニケーシ
ョンの希薄化やパワーハラスメントの行
為者となる労働者に大きなプレッシャー
やストレスをかける業績偏重の評価制度

報告書全体を通じて、むしろパワハラ問
題の難しさが滲み出た（総花的な）内容
となっています。
　やや新しい着眼点といえるのは、大企
業におけるパワハラ対策と中小企業にお
けるパワハラ対策とを分けて考えるとい
う視点を明確に打ち出したこと、そして、
カスタマーハラスメントに初めて言及し
たことだと思います。
　では、検討会報告書の内容を見てみま
しょう。

検討会報告書の内容検討
「１．はじめに」
　ここでは、なぜパワハラをなくしてい
かなければならないのかがまとめられて
います。冒頭の第１段落は、円卓会議提
言（平成24年３月15日）と全く同じ内容
になっています。
　第２段落の「企業にとっても、職場の
パワーハラスメントは、職場全体の生産
性や意欲の低下など周りの人への影響
や、企業イメージの悪化などを通じて経
営上大きな損失につながるものである。」
は、パワハラを法的責任という観点から
捉えるよりも、経済的な損失と結び付け
て捉えようとする姿勢が示されていると
いえます。「違法だからダメ」というに
留まらず、経済的損失を回避するという
観点を入れた方が、（特に中小企業の）
経営層には対策の必要性が理解されやす
い、ということが背景にあるようです。
「２．現状」
　ここでは、パワハラの現状として、上
記でご紹介した総合労働相談センターへ
の相談件数等や実態調査について紹介さ
れています。
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かなりの文字数を割いて、パワハラ対応
の難しさについて言及されています。こ
こに書かれた内容は、企業が日頃感じて
いるものと同じだと思います。こうした
パワハラ対応の困難性の認識が、今回の
検討会において法制化の具体的道筋にま
で議論が至らなかった要因と思われま
す。
　「具体的には、相談に来た被害者が一
方的な主張をしており、被害者にも非が
あるのではないかと思われるケースや、
調査の結果、被害を主張していた労働者
が反対にパワーハラスメントの行為者で
あったことが発覚したケース、また、客
観的にはパワーハラスメントではなかっ
たにもかかわらず行為者とされて退職し
た者が、企業に責任を追及したケース等、
様々な事案について示された。また、企
業内の相談窓口に寄せられた相談のほと
んどが、何らかの感情の動きをパワーハ
ラスメントという言葉に置き換えた相談
であり、本当にパワーハラスメントに該
当すると思われる相談は全体の１割弱で
あったという意見も示された。こうした
状況を含め、パワーハラスメントの被害
が訴えられた際の事実関係の確認が難し
く、被害者がメンタルヘルスに不調を来
している場合や同僚等の第三者が行為者
との関係性から萎縮してしまう場合等に
なかなか必要な証言が得られないこと
や、噂の流布等の場合には行為者を特定
できないことが課題として示された。行
為者と被害を訴える相談者の人間関係、
地位、業務の状況等が千差万別であるこ
とから、パワーハラスメントに該当する
か否かの判断が難しいとの意見も示され
た。」

や長時間労働、不公平感を生み出す雇用
形態、不適切な作業環境等が要因である
との意見が示された。」と書かれていま
す。今回の検討会報告書は、「コミュニ
ケーションの希薄化」がやたらと強調さ
れているように感じます。
　そして、「③」は、「労働者同士のコミ
ュニケーションについては、例えば、非
常に困難な業務を与えたとしても、その
際に、当該業務をやり遂げることの意義
について十分な説明をすれば、パワーハ
ラスメントであると受け止められずにす
むなど、パワーハラスメントの発生に関
わる重要な要素であるという意見が多数
示された。職場のパワーハラスメントを
防止するためには、これらの要因を解消
することも重要である。」と結ばれてい
ます。これも、防止対策にあたり参考と
なる視点だと思います。
　次に、「④　職場のパワーハラスメン
トの予防・解決に向けた取組の難しさ・
課題」では、実態調査を引用しつつ、「相
談しても解決にならない、という意識を
持つ従業員割合が高いことから、企業が
パワーハラスメント対策を行う上で、従
業員がこのような意識を持たないように
する取組も必要であると考えられる」、　
「企業規模が小さくなるにしたがい、相
談窓口の設置率が低くなるため、パワハ
ラの実態が把握されにくくなる」、「パワ
ハラの予防・解決に向けた取組内容につ
いて従業員への周知が不足している場合
がある」といった指摘がされています。
その上で、「本検討会においては、職場
でパワーハラスメントが発生した場合の
企業の対応の困難さについて、多くの意
見が示された。」として、以下のとおり、
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喧嘩するというのは事象としてあまり起
こらないであろう。なお、上司と部下と
いうようなはっきりした上下関係でなく
ても、業務遂行上必要な知識や豊富な経
験を有している者は優位性（①）がある
とされる。集団化した同僚又は部下も同
じ。
ⅱ　脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言（精
神的な攻撃）
　《①から③までの要素を満たすと考え
られる例》
・上司が部下に対して、人格を否定する
ような発言をする
→発言が突発的になされた１回だけのも
のであった場合もパワハラに該当するの
かは疑問。
《①から③までの要素を満たさないと考
えられる例》
・遅刻や服装の乱れなど社会的ルールや
マナーを欠いた言動・行動が見られ、再
三注意してもそれが改善されない部下に
対して上司が強く注意をする（②、③に
該当しないため）
→問題は「強く注意」の仕方である。注
意の仕方次第では、パワハラに該当する
こともあり得る。
ⅲ　隔離・仲間外し・無視（人間関係か
らの切り離し）
　《①から③までの要素を満たすと考え
られる例》
・自身の意に沿わない社員に対して、仕
事を外し、長期間にわたり、別室に隔離
したり、自宅研修をさせたりする
→長期間にわたらなくてもパワハラに該
当しうる。よって、これを反対解釈して
「長期間にわたらなければよい」と捉え
ることはむしろ危険。

「３．職場のパワーハラスメントの概念」
　ここでは、まず、ＷＧ定義を掲げ、そ
れをベースとして「職場のパワーハラス
メントの要素」を次の３つに分解してい
ます。
①優越的な関係に基づいて（優位性を背
景に）行われること
②業務の適正な範囲を超えて行われるこ
と
③身体的若しくは精神的な苦痛を与える
こと、又は就業環境を害すること
　そして、「職場のパワーハラスメント
の要素の具体的内容」として、この①か
ら③に沿って、ＷＧ類型ごと、それぞれ
どういったものがパワハラに該当するの
か、もしくは、該当しないのか、《①か
ら③までの要素を満たすと考えられる
例》と《①から③までの要素を満たさな
いと考えられる例》が以下のとおり示さ
れています。このような具体例を示した
点は、ワーキング・グループ報告からは
一歩進んだものといえます。
　もっとも、その内容は、少し注意が必
要です（「→」で講師の見解を記載）。
ⅰ　暴行・傷害（身体的な攻撃）
　《①から③までの要素を満たすと考え
られる例》
・上司が部下に対して、殴打、足蹴りを
する
→①から③の要素を満たすかどうかを検
討するまでもなく、違法であることは明
らか。
　《①から③までの要素を満たさないと
考えられる例》
・業務上関係のない単に同じ企業の同僚
間の喧嘩（①、②に該当しないため）
→業務上関係のない同じ企業の同僚間が
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（個の侵害）
《①から③までの要素を満たすと考えら
れる例》
・思想・信条を理由とし、集団で同僚１
人に対して、職場内外で継続的に監視し
たり、他の社員接触しないよう働きかけ
たり、私物の写真撮影をしたりする
→「思想・信条を理由」とするものでな
くても、また、「集団で同僚１人に対して」
行うものでなくても、パワハラに該当す
るのではないか。よって、「思想・信条
を理由としていなければよい」「集団で
行わなければよい」などと反対解釈する
のは危険。
　《①から③までの要素を満たさないと
考えられる例》
・社員への配慮を目的として、社員の家
族の状況等についてヒアリングを行う
（②、③に該当しないため）

　以上、「→」の部分はやや批判的な検
討となりますが、全体的に、明らかにパ
ワハラに該当しない例と、明らかにパワ
ハラに該当する例だけが列挙されている
という印象です。長期間にわたらなけれ
ばいいのか、肉体的苦痛が伴わなければ
いいのか、というと、必ずしもそうでは
ありません。よって、これらの例示が全
く参考にならない、とはいいませんが、
ここにあることだけを信じる（この例に
あたらなければパワハラではないと考え
る）のは、企業としては危険だと思いま
す。 

「４．職場のパワーハラスメント防止対
策の強化」
　最後に、パワハラの防止対策の具体的

　《①から③までの要素を満たさないと
考えられる例》
・新入社員を育成するために短期間集中
的に個室で研修等の教育を実施する（②
に該当しないため）
→パワハラに該当しないのは当然であ
る。
ⅳ　業務上明らかに不要なことや遂行不
可能なことの強制、仕事の妨害（過大な
要求）
　《①から③までの要素を満たすと考え
られる例》
・上司が部下に対して、長期間にわたる、
肉体的苦痛を伴う過酷な環境下での勤務
に直接関係のない作業を命ずる
→長期間にわたらなくてもパワハラに該
当しうる。よって、これを反対解釈して
「長期間にわたらなければよい」と捉え
ることはむしろ危険。
　《①から③までの要素を満たさないと
考えられる例》
・社員を育成するために現状よりも少し
高いレベルの業務を任せる（②に該当し
ないため）
ⅴ　業務上の合理性なく、能力や経験と
かけ離れた程度の低い仕事を命じること
や仕事を与えないこと（過少な要求）
　《①から③までの要素を満たすと考え
られる例》
・上司が管理職である部下を退職させる
ため、誰でも遂行可能な業務を行わせる
　《①から③までの要素を満たさないと
考えられる例》
・経営上の理由により、一時的に、能力
に見合わない簡易な業務に就かせる（②
に該当しないため）
ⅵ　私的なことに過度に立ち入ること
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違反等の民法415条（債務不履行）に基
づく損害賠償責任を問われることがあり
ます。ただ、これらは、いずれも事後的
救済を図るものです。
　しかし、深刻な被害が生じてからの救
済では抜本的解決になりませんので、パ
ワハラの事前予防に向けた取組を現実化
できないか、という方向でそれに向けた
立法化が議論されました。
　議論の状況をまとめたのが図表４です
（厚労省が作成した検討会資料の一部。
ただし、◎と〇は講師が挿入。この部分
の議論は検討会報告書の16頁以下とリン
ク）。まず、一番上、行為者に対する制
裁として、パワハラの加害者は何らかの
刑事罰や不法行為責任を負うということ
を法律上、明文化することが候補として
あがりました。これには強い抑止力があ
り、防止対策もより進むでしょう。しか

措置をどのように行えばよいか、セクハ
ラやマタハラに関する防止措置の内容に
も言及しつつ、立法措置に関する議論の
状況が記載されています。

立法化に向けた議論の状況
　まず、ご案内のとおり、セクハラ、パ
ワハラ、マタハラの中で、法律上明文規
定がないのは、パワハラだけです。条文
数ではマタハラがセクハラを上回ってい
ますが、基本的にセクハラとマタハラは
同じような防止措置が使用者に課されて
います。
　パワハラが発生した場合の法的措置と
して、加害者は、刑事責任や、民事責任
として民法709条（不法行為）に基づく
損害賠償責任を負います。使用者も、民
法715条（使用者責任）に基づく損害賠
償責任や安全配慮義務（労働契約法５条）

 

図表４

 

―立法化に向けた議論の状況
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ラ、マタハラと同じです。
　ただ、検討会報告書23頁以下では「パ
ワーハラスメントの発生の要因を解消す
るために望ましい取組の例」として、「①
コミュニケーション活性化やその円滑化
のための研修等の実施」「②適正な業務
目標の設定、長時間労働の是正等の職場
環境の改善」が挙げられていますので、
ガイドラインには、こうした取組を行う
べきことも盛り込まれるものと思われま
す。
　結局のところ、企業が求められるのは、
・相談窓口の設置、事業主方針の明確化
をし、パワハラ撲滅に向けて、会社が真
剣に取り組んでいるということを従業員
に示す。
・体制を整備し、パワハラに関する相談
を社内からあぶり出す（これにより、会
社が現状を認識する機会を確保。「相談
がない＝社内にパワハラがない」という
ことではない）。
・相談窓口への相談について、適切に対
応し、その対応の中で、会社は加害者や
被害者にパワハラ撲滅に向けたメッセー
ジを発信する。
・発生した事象、相談内容を前提に、具
体的な防止措置を講じる。防止体制を見
直す。
ということなのだと思います。
　重要なのは、相談窓口を設けて終わり
ではなく、積極的に社内からパワハラに
関する相談を寄せ集めて、その対応を通
じて企業が現状を正しく認識するという
ことです。ただ、そうなると、寄せられ
た相談に対する適切な対応も一層求めら
れることになります。そこで企業として
気になるのは、やはり、パワハラ該当性

し、そもそも、パワハラとは何かが明ら
かでないため、罪刑法定主義の面から採
り得ず、また、行為者を制裁するだけで
は職場風土の改善などの根本的解決には
つながらないとのデメリットが指摘され
ました。
　そこで、２番目として、使用者がパワ
ハラ対策をしなかった場合には被害者
（従業員）が使用者に対して損害賠償で
きることを明らかにした条文を設けると
いう案が出ました。しかし、この案にも、
ここでいうパワーハラスメントとは何な
のかを明確に示すことが難しいという大
きなデメリットがあります。
　結局のところ、立法化に向けた議論は、
「事業主による措置義務の法定」（事業主
に対して職場のパワーハラスメント防止
等のための雇用管理上の措置を義務付
け、違反があった場合の行政機関による
指導等について法律に規定する）と「事
業主による一定の対応措置をガイドライ
ンで明示する」の２つが、防止効果が認
められ、かつ、導入が現実的であろうと
いうところに収斂しました。
　ただ、事業主による措置義務をどの法
律に盛り込むかは、非常に難しい問題と
いえます。労働契約法なのか、労働安全
衛生法なのか、他の法律なのか、今後の
労政審での議論に注目です。
　検討会報告書がイメージしている「事
業主による措置」の内容は、①事業主の
方針等の明確化、周知・啓発、②相談等
に適切に対応するために必要な体制の整
備（他のハラスメントと一体的に対応で
きる体制の整備）、③事後の迅速・適切
な対応、④①～③までの対応と併せて行
う対応、ですから、基本的には、セクハ
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の困難さがある。」
　ここが、セクハラ、マタハラとの大き
な違いだと思います。セクハラ、マタハ
ラは、目的や場面によって定義が異なっ
たり、セクハラ・マタハラ該当性が左右
されたりする、ということはありません。
どのような場面でも統一的に考えること
ができます。
　他方で、上記記述の「防止対策の内容
に応じて定義も異なってくる」というと
ころにパワハラ該当性を考えるヒントが
あります。
　図表５をご覧ください。円の中核にあ
るのは、刑事責任、民事責任（不法行為）
が発生するような行為です。その隣が、
不法行為とまではいえないけれども、懲
戒処分の対象にはなる、つまり、職場に
おいてやってはいけない、不利益処分を
すべき類型です。そして、円の一番外側
が、職場において適切とはいいがたいけ
れども、懲戒処分にすべきほどでもない
という類型です。企業が直面するパワハ
ラ行為にはこのような３つの濃淡があり

をどう判断すればよいのか、パワハラと
認定できた場合にどのような処遇をすれ
ばよいのか、ということだと思います。

パワーハラスメン
トの概念整理

パワハラ判断の難しさ・パワハ
ラの捉え方
　そもそも、なぜパワハラ該当性判断が
難しいのかについて、検討会報告書10頁
で次のとおり書かれています。
　「社会機運の醸成を図るという目的で
あれば広範囲に定義することが可能であ
る一方、法的強制力が伴うような措置を
講ずるという目的であれば限定的に定義
せざるを得ない等、防止対策の内容に応
じて定義も異なってくる。業務上合理的
な理由のあるセクシュアルハラスメント
はあり得ないが、パワーハラスメントと
言われる行為の中には、業務上合理的な
理由のあるものがあり得るところに特有

 

図表５
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に検討していることが多いです。目的に
関しては、指導目的、管理監督目的、労
働者のため、会社のためという部分があ
ったのかを見ています。すぐに行為態様
に着目する（飛びつく）のではなく、目
的→態様の順で考えた方がパワハラ該当
性は判断しやすいのではないかと思いま
す。
　参考になる裁判例として、サントリー
ホールディングスほか事件（東京高判平
成27年１月28日労経速2284号７頁）があ
ります。この事件では、「新入社員以下だ。
もう任せられない」「何で分からない。
おまえは馬鹿」との上司の発言は、名誉
感情をいたずらに害する言動であり注
意・指導として許される限度を超えるが、
嫌がらせ等の意図はなく、業務に関する
叱責の行き過ぎや、精神的不調を訴える
部下への対応が不適切であったというに
とどまり、悪質性が高いとはいえないと
され、認定慰謝料額が第一審の270万円
から150万円に減額されました。言葉の
内容だけに着目すると、ひどいパワハラ
のように思われますが、裁判所は、悪質
性は高くないと評価しており、それは、
嫌がらせの意図がなかったからでしょ
う。上司も、上司としての職責を果たそ
うとしていたというところに裁判所はち
ゃんと目を向けているわけです。１回き
りの言動を見ただけでは、パワハラか否
かやその重大性を適切に判断することは
できないということがわかります。

裁判例の中のパワハラ定義
　裁判例の多くは、先ほどの図表５の中
核にある不法行為に該当性を判断するも
のですので、最も違法性が強いパワハラ

ます。
　私は、今まさに、懲戒処分を科そうと
している場面なのか、それとも加害者や
使用者の不法行為責任が問題となってい
る場面なのか、もしくはよりよい職場環
境の整備が問題となっている場面なの
か、といった場面に応じて、パワハラの
概念を弾力的に捉えたほうがいいと思っ
ています。言い換えれば、企業が目的に
応じて、パワハラ概念を広く捉えたり、
狭く捉えたりしてよいと思っています。
人格権の否定＝パワハラといった硬直的
な捉え方をするのではなくて、一言でパ
ワハラといっても、グラデーションがあ
るのだということを前提とした方が企業
にとって取り組みやすいのではないかと
思います。

パワハラ該当性の判断方法
　ＷＧ定義や検討会報告書で示されたパ
ワハラ概念だけでは該当性判断は難しい
と思いますので、過去の裁判例を前提に、
もう少し簡略化した判断基準を以下に示
したいと思います。

問題となっている行為に、指導目的や管
理監督目的があるか（相手又は会社のた
めの行為か）
　　　　▼　　　　　　　　▼
そのような目的なし　　そのような目的あり
　　　　▼　　　　　　　　▼
原則として不適切　　態様は適切か
or懲戒処分対象　　（どの程度適切でな
　　　　　　　　　いか）

　裁判所は、まず行為の目的を検証し、
その次に行為態様を検証する、という順
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内容・状況、注意・指導の必要性、上司・
部下間の従前の人間関係、部下に与えた
心理的負荷の程度等に照らし、業務上の
指導の範囲を大きく逸脱し、人格権を侵
害するものであるか」としています。
　三井倉庫ホールディングス事件（東京
地判平成28年７月26日LEX/DB25543675）
は、「上司らの発言の文言のみをみるの
ではなく、経緯及び前後の文脈をふまえ
た上で、発言のもつ意味において、業務
指導をするという目的に適っているか、
その方法や表現として適切な範囲を逸脱
していなかったかという見地から検討」
すると述べています。目的→態様という
検討順序が見て取れます。
　大裕事件（前掲）では、①感情的に「何
やってんの、何時間かかってんの」と大
声で叱責、②金庫室を開けたままにして
いたことについて「防犯上良くないこと
くらい小学生でも分かるやろ」と怒鳴る、
③「いつも言うてるやろ、報連相やぞ、
あほでも知ってるわ」と叱責等の上司の
言動について、①「業務上の指導の態様
として必ずしも適切なものであるとは言
い難いが、業務上の指導の範囲を著しく
逸脱し、人格権を侵害するものとまでは
いえない」、②③については、叱責を受
けた直後に部下は恐怖を感じており、ま
た、叱責が重なる中での叱責であること
を考慮し、違法であるとしています。
　三井倉庫ホールディングス事件（前掲）
では、部下（定年間近の女性）の業務の
進め方・残業の多さの指導のための多数
回による面談等の際に男性上司が「あん
たなんか要らないんだよ」「こんな出来
が悪いのに任せっぱなしにしてるからや
ねぇ」「能力が低いとしか言い様がない」

に関する定義である（それゆえ、パワハ
ラ該当性を限定的に絞り込む方向性であ
る）ものの、私としては、ザ・ウィンザ
ー・ホテルズインターナショナル事件（東
京地判平成24年３月９日労判1050号68
頁）が示した「企業組織もしくは職務上
の指揮命令関係にある上司等が、職務を
遂行する過程において、部下に対して、
職務上の地位・権限を逸脱・濫用し、社
会通念に照らし客観的な見地からみて、
通常人が許容し得る範囲を著しく超える
ような有形・無形の圧力を加える行為」
との定義が一番理解しやすいように感じ
ています。
　また、日本郵便事件（福岡高判平成28
年10月25日LEX/DB25544211）の「職務
上の地位又は職場内の優位性を背景に本
来の業務の適正な範囲を超えて継続的に
相手の人格や尊厳を侵害する言動で、就
労者に身体的・精神的苦痛を与え、就業
関係を悪化させる行為」との定義も参考
になります。

裁判例が示すパワハラ該当性の
判断要素
　裁判例は、パワハラの定義だけでなく、
定義に該当するかどうかをどのような点
に着目して判断するかをも明らかにして
います。その点が非常に参考になります。
　まず、ザ・ウィンザー・ホテルズイン
ターナショナル事件（前掲）では、「パ
ワーハラスメントを行った者とされた者
の人間関係、当該行為の動機・目的、時
間・場所、態様等を総合考慮」するとし
ています。
　大裕事件（大阪地判平成26年４月11日
LEX/DB25504008）は、「叱責の態様・
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場にある者に対し、相当な期間にわたっ
て複数回発せられたものであることを考
慮すれば、社会通念上許容される業務上
の注意指導の範囲を超える精神的攻撃に
当たる」と述べています。岡山県貨物運
送事件（仙台高判平成26年６月27日労判
1100号26頁）も、大卒間もない労働者の
自殺案件で、上司が「なんでできないん
だ、何度も同じことを言わせるな」等と
怒鳴ったり、業務日誌に厳しいコメント
を書いたりしたことについて「社会経験、
就労経験が十分でなく、大学を卒業した
ばかりの新入社員であり、上司からの叱
責に不慣れであった被害者に対し、一方
的に威圧感や恐怖心、屈辱感、不安感を
与えるものであったというべきであり、
上司の叱責が与えた心理的負荷は、相当
なものであったと認めることができる」
と評価しています。
　次に、他の従業員の面前での叱責につ
いては、他の従業員の面前で叱責するこ
とにより他の従業員にも「これはやって
はいけない」ということを示す必要性が
ある状況下であれば、パワハラには該当
しません。そうした業務上の必要性なく、
むしろ意図的に恥をかかせることを主眼
にしているものと認められる場合には、
パワハラに該当します。これに関して、
国・法務大臣（元防衛事務官の国賠請求）
事件（福岡高判平成27年８月14日LEX/
DB5540942）では、隣室の他の従業員に
も聞こえる大声で「できないんだったら、
その仕事はやめろ」と怒鳴ったのは違法
であるとして、慰謝料10万円が認められ
ています。
　もう一つ、裁判所が意外と着目してい
るのは、被害者（部下）側が継続的な指

等と発言したことについて、裁判所は、
背景に業務指導を行う意図があったとし
ても、表現として穏当を欠くだけでなく、
もはや業務指導の範疇を超えて人格を否
定し、侮辱するに至ったものであり、具
体的な事柄を取りあげて指導するのでは
なく、能力や当人の行っていることを全
体として否定する言動は、業務指導とは
いえない、と判断しました。この、「全
体として否定」というところが示唆に富
んでいると思います。つまり、あなたは
全部ダメ、と言うのでは、どこがダメな
のかわかりませんから、もはや指導とは
いえない、そうなると、単に上司が否定
的感情をはき出しただけに過ぎない、そ
れが精神的苦痛を与えたならパワハラ
だ、ということを裁判所は言おうとして
いるのだと思います。そして、この裁判
例も、表現として単に強い言葉を言った
ことだけではなく、指導という目的があ
ったのかに着目しているといえます。

裁判所の着眼点
　裁判例の着眼点の一つとして、まず、
被害者側の経験値があります。特に、新
入社員（またはそれに近い状況）であっ
た場合には、社会人としての耐性がまだ
十分ではありませんので、指導する場合
は（新入社員側に問題があるとしても）
上司の側がそれに配慮し工夫をすべき、
という方向性を示した裁判例がいくつか
あります。例えば、　暁産業事件（名古
屋高裁金沢支判平成27年９月16日LEX/
DB25541196）は、高卒間もない労働者
の自殺案件であり、裁判所は、「経験豊
かな上司から、入社後１年に満たない高
卒の新入社員であって部下という弱い立
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ました。
　社会福祉法人備前市社会福祉事業団事
件（岡山地判平成26年４月23日LEX/
DB25503740）は、デイサービス施設に
おける事案です。これは、非常に仕事が
できて責任感が強い上司が、出来の悪い
部下を継続的に怒ったというもので、部
下の側に怒られてもやむを得ない事情は
あったのですが、裁判所は、「業務に関
連したものではあるが、能力や性格に応
じた指導ではなく、指導の継続により部
下の判断能力や作業能力が低下し、叱責
されたとき、顔色が変わり固まるのが目
につくようになったにもかかわらず、そ
の原因を十分見極めることなく、仕事が
一層できなくなっている部下に対してさ
らなる叱責を繰り返したのは、事業所の
サービスに過誤や遺漏があってはならな
いという強い責任感に基づくものであっ
たとしても、配慮を欠く。」と評価して
います。
　以上の裁判例をみると、何か１つの言
動を捉えて即断するのではなく、上司の
側が問題となっている言動に至る過程全
体を見つつ、上司の気持ちにも多少配慮
しながらパワハラ該当性（違法性）の判
断をしようとしていることが読み取れる
と思います。

パワハラといじめ・嫌がらせ、カ
スタマーハラスメントとの違い
　パワーハラスメントと「いじめ・嫌が
らせ」との異同は何か、カスタマーハラ
スメントとの異同は何か、ということも
考えてみたいと思います。
　これらの共通点は、いずれも職場環境
の整備にかかわるということです。

導により精神的に弱っている状態に陥っ
ていたかどうかという点です。なぜここ
に着目するのかというと、そのような状
態なのであれば、それ以上指導を継続し
ても、もはや指導の効き目がないからで
す。つまり、指導目的の認定が困難とな
るわけです。
　クレイン農協ほか事件（甲府地判平成
27年１月13日労判1129号67頁）では、「一
定のノルマを課すことやノルマの不達成
を叱責すること自体は、一定の範囲で許
容されるが、心理的負荷を感じている者
に対する叱責は、大きな心理的負荷をか
けるものであり、不法行為に該当」とし
ています（ただし、従業員側にも自己の
健康維持に配慮すべき義務の怠り等があ
ったとして３割過失相殺）。
　また、Ａ庵経営者事件（福岡高判平成
29年１月18日労判1156号71頁）は、とて
も小さな料理店で、大将１人、アシスタ
ント１人という職場で起きた焼身自殺事
案であり、１年余りの勤務期間中、大将
が恒常的に「何でこんなことがわからん
のか」など大声で叱責、２度にわたり同
様の間違いを繰り返した際などに左顔面
を右手（利き腕）で平手打ちをするなど
したというものです。裁判所は、「度重
なる注意にも拘わらず、同様の間違いを
繰り返し行ったことに起因するものであ
り、それについて注意するのは当然であ
るし、時に激しい叱責に及ぶこともやむ
を得ない側面もあるが、間違いが重なる
ごとに注意・叱責を繰り返せば、被害者
本人が自己の不甲斐なさを認識していれ
ばなおさら、過度の心理的負荷ないし自
己否定感をもたらし、強い心理的負荷を
与えた」と評価し、損害賠償責任を認め
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（部下）保護に視線が偏りがちですが、
上司（管理職）に寄り添うことも大切だ
と思います。上司（管理職）の側だけに
理想像を求めるのではなく、上司（管理
職）側からの相談にも応じる体制（上司
同士の情報交換の場の設定等を含む）の
検討や管理職教育の継続的実施、さらに
は、上司（管理職）の長時間労働等の負
担を緩和する業務体制を整備して、上司
（管理職）がパワハラしてしまいそうに
なる状況を会社が積極的に取り除こうと
すること（構造上の問題の解消）も、パ
ワハラの防止にあたっては重要だと思い
ます。
　さらに、パワハラの加害者となるのは、
上司（管理職）だけではありません。役
員（上司の上司）による無配慮な指示の
見直しにも目配せする必要があります。
役員からのパワハラを受けるという人も
決して少なくありませんし（実態調査よ
り）、役員や社長によるパワハラこそ根
深く深刻な問題といえます。

　私からは以上です。ご清聴ありがとう
ございました。
（本稿は平成30年５月15日（火）に開催
しました第2772回労働法学研究会例会の
講演録を加筆・整理したものです。文責・
編集室）

　これに対し、相違点は、パワハラの背
景となる「優越的地位」「優位性」は会
社が生み出したものであるということで
す。上司の「権限」は会社が付与したも
のです。その会社が作出した状況・会社
が与えた権限は、会社が積極的にコント
ロールしなければならない、会社が付与
した「権限」の行使の仕方は管理職教育
などを経て会社が適切に指導しなければ
ならないということなのだと思います。
このことが、企業は自ら積極的にパワハ
ラの予防対策を行うべきとの価値判断に
結びついていると思います。

まとめ
　パワハラについて、今後、セクハラ、
マタハラと同じような防止措置義務導入
に向けた議論が進むことと思います。
　パワハラへの該当性判断は、常に微妙
さを伴いますが、相談窓口対応（企業と
しての経験の蓄積）や裁判例に関する知
識の習得を経て徐々に判断手法をブラッ
シュアップしていくほかありません。ま
た、何かパワハラなのか、について、客
観的な絶対の正解はないので、企業自身
の感覚を磨けばよいと思います。パワハ
ラ該当性は業界・社風・慣行、さらには、
時代によっても変わり得ます。
　特に、上司の言動がパワハラとして懲
戒処分の対象になるかどうかに関し、そ
もそも懲戒処分の対象事由は会社が裁量
により決めることができるわけですか
ら、「うちの会社ではここまでやったら
ダメ」という程度は、会社ごとに違って
よいと思います。
　もう一点、パワハラというと、被害者
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よくわかる!

労働判例ポイント解説
障害者就労支援施設における労働契約関係にない
利用者へのハラスメント
NPO法人Ｂ会ほか事件（長崎地判平29・2・21）労働判例1165
号65頁（控訴）

相模女子大学准教授

奥貫妃文

はじめに
　本件は、特定非営利活動法人（NPO）
が運営する就労継続支援B型事業所の利
用者らが、NPO法人理事からセクハラ、
パワハラ、性的虐待の被害を受けたこと
に対する損害賠償請求を行うとともに、
職業指導員として雇用された職員が、無
断欠勤等を理由に解雇されたことは解雇
権の濫用であるとして、地位確認を求め
た事案になります。
　本件の争点は、大別すると、①社会福
祉サービスの利用者らに対するNPO法
人の理事からのハラスメントに対し、労
働契約上の法律関係に類似したものとみ
なして対応することが可能かという点
と、②労働者の普通解雇の当不当を問う
点、の２点になりますが、本件の特徴は
①に集約されているため、①に絞って検
討したいと思います（したがって、事実
の概要も、①に関わる部分のみ紹介しま
す）。

事 実 の 概 要

（１）被告について
　被告NPO（Y1）は、障害者総合支援
法５条15項（※現14項）、同施行規則６
条の10第２号に基づく就労継続支援事業
B型等を行う特定非営利活動法人で、平
成18年に設立されました。被告Y2はY1
の代表権を有する理事であると共に、管
理者兼サービス管理責任者の地位にある
者、被告Y3はY1の理事であると共に、
主任職業指導員兼Y1が開所する軽食喫
茶の責任者です。
（２）原告について
　原告X1は、精神障害者福祉手帳を有
し障害等級３級の認定を受けていて、平
成24年９月頃からY1との間で指定就労
継続支援（B型／非雇用型）のサービス
利用契約を締結し、Y1の利用を開始し
ました。
　原告X2は、クリニックを定期的に受
診し、統合失調症ならびに境界型人格障
害の疑いがあるとの診断を受けており非
定型抗精神病薬等の処方を受けています
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が、障害者手帳は交付されておらず、平
成21年９月からY1との間で指定就労継
続支援（B型／非雇用型）のサービス利
用契約を締結し、Y1の利用を開始しま
した。
　X1、X2共に、Y1から就労の機会の提
供、および就労に必要な知識および能力
の向上のための訓練等の便宜の供与等の
就労継続支援を受け、工賃を受領してい
ました。
（３）原告らへのセクハラ、パワハラ、
性的虐待行為

①原告X1へのセクハラ、パワハラ行為
（違法性が認められたもののみ列挙）
　生活保護を受給しているX1に対して、
被告Y3は「お前は俺たちの税金で生活
しよるとぞ、それを全然分かっとらん」
等の発言を、週２、３回の頻度でしたこ
と（＝本件言動ア）、被告Y3と別の理事
（訴外）が、周囲に他の利用者がいる環
境で、通院先の病院で過食と指摘されて
いたX1に対して、「これ以上食べんでよ
か」、「さっさと痩せろ」などと言った
り、「体重計に乗れ」と指示し「まだ80
キロにならないのか」と発言したこと
（その後X1は事業所で夕食をとることが
苦痛になり、食事や体重の記録をやめて
います）（＝本件言動イ）。　
　さらに翌年、X1が気分が落ち込み作
業所で泣きながら「死にたい」と口にし
たところ、被告Y3は、X1の背後に回り
抱きつき、服の上から両胸を揉んだりキ
スをしたりしました。
②原告X2への性的虐待行為
　X2がY1の事業所にいたときに関節に
痛みを感じ、帰宅した後で体温を測ると
40度近い熱があったため、X2の母親が

Y2に電話をかけて相談しました。Y2は
このとき体調を崩していたため、自分の
代わりにY3にX2の自宅に行ってくるよ
う指示しました。そこでY3は、深夜の
０時過ぎに薬や食料等を持参してX2の
自宅に行きました。自宅にはX2の他に
母親と弟がいましたが、Y3は二人に「お
まえら、看病で疲れとるけん、俺がみと
くけん、寝とかんね。」と告げて寝室に
行くよう促しました。その後、Y3はX2
と二人きりになったときにキスをしたり
胸や陰部を触ったりしました。また翌日
もY3はX2の自宅を訪れ、キスをしまし
た。Y3が帰った後にX2は嫌だと言って
口をゆすぎ、その様子を見ていた母親が
異変に気づき問いただしたところ、X2
はこの２日間Y3にされたことを母親に
打ち明けました。母親がY2に電話をか
けて当該行為を報告しましたが、Y2は
事情聴取を行ったのみで対応策をとるこ
とはしませんでした。
　なお、一週間後、X2は当該行為を諫
早警察署に相談しており、その後も、諫
早市の調査、きょうされん長崎支部の調
査に応じていますが、いずれも同旨の回
答をしています。そして、当該行為が行
われた翌週より、X2はY1への通所を止
めています。

判 旨

（本稿で取り扱う争点についてのみ引用。
編成上順序を変えて引用している箇所あ
り。傍線筆者）
（１）原告X1へのハラスメント行為につ
いて
　「原告X1は被告NPOと雇用関係にある
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ものではないが、原告X1は被告NPOに
おいて就労継続支援（B型・非雇用型。
通常の事業所に雇用されることが困難で
あって、雇用契約に基づく就労が困難で
ある障害者につき、就労の機会を提供す
るとともに就労に必要な知識及び能力の
向上のために必要な訓練その他の便宜を
供与することをいう。障害者総合支援法
５条15項、同法施行規則６条の10第２
号）を受け、工賃を受領していたとこ
ろ、このような支援をする被告NPOの
理事らは、その利用者である原告X1と
の関係において職務に準じた地位ないし
人間関係等の優位性があるということが
でき、上記理事らが、就労のための訓練
その他の便宜の供与の適正な範囲として
社会通念上許容される範囲を超えて、精
神的、身体的苦痛を与え又は職場環境を
悪化させる行為をした場合には、不法行
為としての違法性を具備するものという
べきである」。
　「（被告Y3および他の理事による原告
X1に対する言動は）社会通念上許容さ
れた範囲を超えた非難をするものであっ
て、（略）不法行為としての違法性を具
備する言動であるというべきである。
（略）他方で、本件言動は被告NPOにお
いて原告X1の健康管理や家庭内の相談
を受ける中でなされたものであり、直ち
に人格的非難そのものを目的としてなさ
れたものとまでいうことはできない。そ
の他諸般の事情を考慮すると、慰謝料と
しては、本件言動アにつき５万円、本件
言動イにつき５万円が相当である。
　被告NPO（Y1）は、上記被告らの不
法行為について使用者責任に基づき11万
円、そして、被告Y3は不法行為に基づ

き５万5000円の範囲で被告NPOと連帯
して賠償責任を負う」。
　「前記認定のとおり、被告Y3は、原告
X1の意思に反し、原告X1の頬や胸を触
り、キスをするなどの行為に及んだこと
が認められ、これは、原告X1の人格権
を侵害する違法な行為であり、被告Y3
は不法行為責任を負う。
　被告NPOの虐待防止等に対する体制
は形式的なものにすぎなかったことに加
え、原告X2に対する各セクハラ行為に
ついて、原告X2から被告Y2に対し苦情
ないし相談があったにもかかわらず、改
善がなされた事情が窺われないことから
すれば、被告NPOが被告Y3の事業の監
督等について相当な注意をしたとか、相
当な注意をしても損害が生じたというこ
とはできない。
　よって、被告NPO（Y1）及び被告Y3
は、原告X1に対し、被告Y3につき不法
行為、被告NPO（Y1）につき使用者責
任に基づき、連帯して損害金33万円およ
び遅延損害金の支払義務を負う」。
（２）原告X2への性的虐待行為について
　（略）原告X2は、被告NPOとの間で指
定就労継続支援（B型・非雇用型）のサ
ービス利用契約を締結し、被告NPOか
ら、就労の機会の提供、および就労に必
要な知識および能力の向上のための訓練
等の便宜の供与等の就労継続支援を受
け、工賃を受領していたものであり、原
告X2と被告NPOとは、労働契約上の法
律関係と類似し、更に障害者に対する福
祉施設としてより密接な社会的接触があ
る関係にあるということができる。した
がって、被告NPOは、X2に対し、上記
契約上、施設が利用者にとって働きやす
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いないし利用しやすい環境を保つよう配
慮する義務（以下「職場環境配慮義務」
という。）を負うというべきである。
　被告NPOは、「障害者の日常生活及び
社会生活を総合的に支援するための法律
に基づく障害福祉サービスの設備及び運
営に関する基準」（平成18年厚生労働省
令174号）の諸規定を根拠に、就労継続
支援B型事業者とその利用者の関係は、
通常の労使関係とは異なると主張する
が、これらの規定は、利用者の特殊性に
鑑みて、設備や職員の配置等について特
段の配慮をすることを定めるものであっ
て、むしろ事業者に求められる職場環境
配慮義務の程度が通常の労使関係よりも
高いことを示すものというべきである」。
　「（被告Y3のX2に対する性的虐待行為
の後）X2が被告NPOの利用を止めたに
もかかわらず、被告NPOは、何ら対策
をとらなかったから、被告NPOのセク
ハラ防止策は形式的なものにすぎなかっ
たと言わざるを得ない。原告X2に対す
る各セクハラ行為は、被告NPOにおけ
るセクハラ等の利用者に対する虐待を防
止する体制の不備の中で発生したという
べきである」。
　「したがって、被告NPOは、原告X2に
対し、サービス利用契約上の債務不履行
により、原告X2に対する各セクハラ行
為について損害賠償責任を負う」。
　「原告X2に対するセクハラ行為は（略）
相当に不快なものであって、原告X2に
与えた精神的打撃は大きいというべき
で、また、原告X2はセクハラ行為が原
因で被告NPOの利用を続けることがで
きなかったことを考慮すると、原告X2
が受けた精神的苦痛を慰謝するための金

額としては、50万円が相当である。そし
て、弁護士費用は、５万円が相当であ
る。

　　

ポ イ ン ト 解 説

（１）社会福祉サービス利用者と施設従
事者との法的関係
　本件の最大の特色は、労働契約関係が
前提となっていない社会福祉の「サービ
ス利用契約」の両当事者間で起きたハラ
スメントについて、労働契約上の法律関
係類似のものと認定したうえで、裁判所
が被告NPOの理事らに、利用者である
原告らとの関係において職務に準じた地
位ないし人間関係等の優位性を肯定する
法的判断をくだしたことにあります。筆
者が知る限り、就労継続支援B型事業の
利用者にこのような法的判断がくだされ
たのは初めてであり、注目すべき判決で
す。以下、詳しく検討します。
　まず、就労継続支援B型事業（以下、
B型事業）とは、障害者総合支援法に根
拠をもち、通常の事業所に雇用されるこ
とが困難な障害者に対し、生産活動など
の機会の提供や、知識および能力の向上
のために必要な訓練などを行う事業のこ
とです。将来的には、就労継続支援A型
事業や一般就労への移行を目指すものと
されています。
　表１にもあるように、A型事業とB型
事業の最大のちがいは、「労働（雇用）
契約関係の有無」です。A型事業は労働
契約の締結が前提となっていて、労働法
規の適用があり賃金が支払われますが、
B型事業には労働契約の締結をせず労働
法規の適用もありません。したがって、
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賃金と呼ばずに、「工賃」という名目で
の金員が支払われます。
（２）本件への当てはめ
　（１）で上述した基準に本件を当ては
めてみると、本来ならば、B型事業は福
祉サービスの一環に過ぎず、使用者の指
揮命令下に置かれた厳格な職務専念義務
の存在は認められず、よって、労働契約
関係と類似の関係性は認められないと考
えるのが自然な流れであるように思われ
ます。
　しかし、本件は、原告らと被告NPO
間の関係を「労働契約上の法律関係と類
似」すると認め、さらに、障害者に対す
る福祉施設としてより「密接な社会的接
触」がある関係にあるとしたうえで、被
告NPOは、利用者にとって働きやすい
ないし利用しやすい環境を保つよう配慮
する義務、すなわち「職場環境配慮義
務」を負うと判断しました。
　さらにそれにとどまらず、裁判所は
「障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律に基づく障害福
祉サービスの設備及び運営に関する基
準」（平成18年厚生労働省令174号）の諸
規定に言及し、これらの規定は、利用者
の特殊性に鑑みて設備や職員の配置等に
ついて特段の配慮をすることを定めるも
のであり、むしろ事業者に求められる職
場環境配慮義務の程度が、「通常の労使
関係よりも高い」とまで述べており、か
なり踏み込んだ判断をしたと評価できる
のではないでしょうか。
３　おわりに―本件の射程範囲
　前述したように、本件は、B型事業の
利用者と法人との関係を「労働契約上の
法律関係と類似」したものとみなして、
利用者に対するハラスメントや性的虐待
行為に及んだ被告理事に対して不法行為
責任、そして組織としての被告NPOに
債務不履行責任ならびに使用者責任を認
定した初の司法判断であると思われます
（ちなみに、集団的労働関係法において
は、就労継続支援B型のサービスの利用

 

表１：A型事業とB型事業の比較

※　NHKハートネット福祉総合情報サイトより転載（2018年４月16日）
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者らが労働組合を結成して団体交渉を申
し入れたところ、協会が応じなかったこ
と、利用者の一人を退所させた措置が不
当労働行為に該当するとして労働委員会
に救済申立てを行った沖縄県身体障害者
福祉協会・同（退所）不当労働行為再審
査事件（中労委決定平成29年2月14日）
があります。中労委は「就労支援継続支
援B型利用者は、協会が提供するサービ
スの受給者であって、サービスを提供す
る協会の事業活動に労働力として組み込
まれているわけではない。また、Ａら利
用者の生産活動への参加は自由であるか
ら労務の供給とはいえないし、支給され
る工賃にも生産活動との間の対価性はな
く、訓練としての指導や助言を超えた作
業上の指揮・監督・命令もなかったもの
と認められる。」として、申立てを棄却
しています）。
　本件の射程範囲を考えると、実はそれ
ほど大きくはないのではないかとの印象
が残ります。今回は、二人の障害をもつ
原告らに対して、被告NPOの理事の地
位にいる者が執拗かつ卑劣なハラスメン
トや性的虐待に及んでおり、両当事者の
立場の非対等性、不均衡性は明白です。
施設内虐待やハラスメントはとかく密室
で隠蔽されがちであるという事情のな
か、そこに風穴を開け「労働契約上の法
律関係への類似性」という解釈を見出し
たことに一定の有効性はあるでしょう。
　しかし、B型事業に対して本件でとら
れた解釈を徹底させるのであれば、やは
り、B型事業そのものがもつ曖昧さ、す
なわち、利用者であるとともに労働に従
事する者でもあるという両義性を放置し
ておくことはできません。最大の問題

は、B型事業は労働者性が認められず、
労働法規の適用もなく、利用者は工賃と
いう名の僅少な金員を受け取るに過ぎな
いという、事業そのものの特質です。し
かし本件では、その根本的な点には言及
しませんでした。請求事項ではないの
で、言及がなかったのは当然のことでは
ありますが、本件の射程範囲は限定され
るのではないでしょうか。
　あと付言するならば、職場環境配慮義
務の程度が、「通常の労使関係よりも高
い」と裁判所が判断しているのも、B型
事業の利用者の「特殊性」を考慮しての
ことであると述べていることに鑑みれ
ば、労働契約上の関係と一線を画したい
という姿勢のあらわれなのかもしれませ
ん。
　本件の結論にやや疑問は残りますが、
外形上労働契約関係が存在しなくとも、
実質的な上下関係、力関係の不均衡が存
在する中で発生したハラスメントにいか
なる法的救済を図るべきか考える際に、
本件は一つの示唆を与えてくれる判例で
あることは確かであろうと思われます。

追記：本稿脱稿後、控訴審判決（福岡高
裁平30・1・19）が発表され、一部判決
に変更がなされました。原審で採用され
た「労働契約上の法律関係との類似性」
解釈は控訴審では採用されず、端的に
「社会福祉サービス利用契約」の付随義
務として信義則上の職場環境配慮義務を
認容しています。
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労働ジャーナリスト

金子　雅臣

１　セクハラ告発

――突然、連名での要望書が出されまし
てね。その扱いで苦慮しているんです
よ。
　大手薬品販売会社の佐野人事部長がい
きなり切り出した。
――連名での要望ですか、貴社に労働組
合はないんですよね。
――ええ、うちには組合がないんです。
その要望書は女性たちの５人の連名で、

代表の１名だけが実名という形をとって
いましてね。会長の言動に我慢ができな
いので止めてもらえなければ自分たちが
辞めるという内容なんですよ。
――辞めるというのは穏やかでないです
ね。つまり、退職を覚悟で要望を出して
きたということですか。
――まあ、そんなところなんでしょう
な。
　佐野は複雑な表情で応じた。
――それで、内容はどんなことなんです
か。
――そうですね。いろいろと書いてある
のですが、今時の言い方をすればセクハ
ラ、パワハラということになるんでしょ
うか。
――なるほど、ハラスメントの訴えとい
うことですね。
　私は、佐野が深刻な表情を崩さなかっ
たので、会社の経営方針をめぐるトラブ
ルでもあったのかと思ったので、少し拍
子抜けする感じで受け止めた。
――それで、どんな内容なんですか。
――会長が、宴会の席で「お酒の酌もで
きない奴はいらない」と言ったとか、
「お前は男っぽくて社風に合わない。女
ならもっと女らしくしろ」、「離婚されて
も仕方がない。俺だってお前のような女
とは生活したくない」というような言動
がいろいろ書いてあります。それ以外に
も「お尻を触られれた」とか「頻繁に飲
酒を誘われた」「個人メールを頻繁に入
れられた」などもあります。
――なるほど、まさにセクハラの苦情と
いう感じですよね。
――それで、最後に「もし、こうした要
望に適切な対処をしてもらえないのであ
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れば、私たちは集団退職します」という
ことなんですよ。それで、そもそもこう
した文書をどのように取り扱ったらいい
のかということなんですが…。
――いわゆる苦情処理対応をするという
ことでいいんじゃないでしょうか。
　私は佐野の戸惑いがどこにあるのかつ
かめないままに答えた。

２　辞めたけりゃ辞めればいい

――苦情処理ですか…。
　佐野は少し間を置くようにして確認し
てきた。
――ええ、事実を調べて適切に処理する
というようなことだと思うんですが、何
か問題でもあるんですか…。
――ええ、会長に言わせると「こんな無
責任な文書はまともに相手にできない。
辞めたいというなら、辞表なんだから勝
手に辞めさせればいい」ということなん
です。確かに、「辞める」という意思表
示があることから辞表だという解釈もで
きそうですが、どうなんでしょう。
――でも、彼女たちは苦情を申し立てて
いるわけで、その苦情が適切に処理され
なければという条件付きで退職の意思を
示しているということですよね。
　私は佐野の「辞表」の受け止め方に少
し驚かされながら応じた。
――そうですよね。これをそのまま辞表
だという風に受け止めるのは乱暴ですよ
ね。会長の解釈には無理があるというこ
とですよね。
　佐野は、すぐに同意してきた。
――そうですよ。つまり退職まで決心し
て訴えてきたということで、問われてい

るのはむしろ会社の対応だと言うことじ
ゃないですか。
――でも、会長は「こんな無責任な投書
のようなものに一々答える必要もない
し、こんな中傷誹謗をまともに相手にす
る気もない」ということなんですよ。
――何やら、最近K市で起きた市長のセ
クハラの訴えと、市長の対応に似た感じ
ですね。
　私は、冗談半分で言ったが、佐野は真
剣な顔のままだった。
――ええ、そのK市長の事例をいろいろ
と見たり聞いたりして、このまま放置し
ておくことではダメなんではないかとい
うことなんです。
――なるほど、そうだったんですか。K
市長さんのセクハラ事例が反面教師とし
て、そこそこ役に立ったということです
か。
　私は、軽い調子で言ってみたが、佐野
の表情は依然として硬いままだった。

３　名乗らないのは卑怯か？

――会長はそれぞれについて一応コメン
トはしてはいるんですが、「基本的に相
手にするつもりはない。オレは辞めない
から辞めたければ勝手に辞めろ。相手に
してほしかったら堂々と出てきて主張し
ろ」という態度なんです。
――「被害者は出てきて堂々と主張し
ろ」というのはよくある行為者の主張な
んですが、匿名の訴えでもＯＫというの
が、セクハラ被害の特殊性なんです。重
大な人権侵害を受けたという事実と相手
が特定されればいいんです。
――でも、「出てこないで訴えるのでは
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卑怯だし事実確認もできない」という言
い分もありますが…。
――卑怯だというのは通常の苦情であれ
ばその通りですが、セクハラについては
顔出しで二次被害が起きることが想定で
きますので、防衛的な意味で認められる
ことなんです。
――確かに、オープンになることで噂な
ど、プライバシーの侵害が起きがちなの
で、そこを守るために匿名を認めるとい
うことですね。
――そうです。訴えている人が、少なく
とも企業内の人間であれば行為者には分
かることです。まして今回は代表者が名
乗っているんですからね。指摘された事
実について行為者が反論することからス
タートすればいいということなんです。
――なるほど、確かに行為者には相手は
容易に想定できるということですね。
――そうです。まったく身に覚えがなけ
れば、そのように主張すればいいし、身
に覚えがあれば反論すればいい。もし、
彼女たちに反論させるなら代表を通じて
できるはずです。まずは、訴えられた段
階で説明責任は行為者にあるということ
です。
――会長に反論させて、それを中心にや
りとりをするということですか。今回は
会長は、「確かに身に覚えはあるがそれ
はセクハラだとは思わない。見解の相違
だ」と言っていますので、そこを中心に
ジャッジしていくということですか。な
るほど、やってみましょう。
　セクハラの訴えの入り口で戸惑ってい
た佐野は納得して帰っていった。

４　セクハラの認識はない

　数日して、佐野が双方からの聞き取り
などを重ねた上での資料を持参してやっ
てきた。
――言われたとおりに、まずは会長から
のヒアリングをして、それについて彼女
たちの反論をさせてみたんです。事実関
係についての食い違いはあまりないので
すが、果たしてこれがセクハラかどうか
というところが難しいということになり
ましてね。
――確かに、特に言葉のセクハラなどに
なると微妙な問題がいろいろありますか
らね。
――そうですね。年代の違いや価値観と
いうか判断基準の違いのようなことがい
ろいろありまして、悩むところなんで
す。
――なるほど、年代の違いは大きな要素
になるかもしれませんね。今回の外務省
のセクハラでも「言葉の遊び」という行
為者の言い分がありましたからね。
――そうなんですよ。まさにその部分が
かなり大きな対立点になっているような
気がします。
――具体的には、どんなことが問題にな
っているんですか。
――言うのもはばかられるのですが、会
長の女経験の自慢話ですかね。「オレは
セックスで女性を満足させる自信があ
る」とか「最近はご無沙汰している」な
どの少し下品な会話ですか。
――それは下品という点でもアウトな感
じがしますよね。
――でも会長の言い分は「だから相手に
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セックスを求めたわけでもないし、性的
な誘いをしたわけでもない。自分の恥ず
かしい経験話をして場を盛り上げた自虐
ネタだ。下心があったわけでもないのに
何がセクハラだ」ということなんです
よ。
――下心ですか。確かに行為者にとって
は下心の有無は重大なポイントかもしれ
ませんが、相手にはそんなことはどうで
もいいことですよね。そんな仕事とは関
係のない話を聞かされる不快さが問題な
んですけどね。

５　下心は判断基準にならない

――つまり、下心の有無はセクハラの判
断には関係ないということですか。
――そうですね。無関係とまではいいま
せんが、行為者が何を考えていたかとい
う動機は他の犯罪などとは違って判断の
基本的な要素にはならないということで
す。
――最近の一連の事件でも行為者が「自
分の基準ではセクハラに当たらない」な
どと繰り返していたことはこの基準で判
断しているということですね。
――そうですね。男性にとっては「性的
関心の有無」は内心のことで分かりやす
いがゆえに判断基準だと思い込んでいる
人が多いですよね。
――それをお聞きして理解できたんです
が「女のくせにお茶一つ出せないやつは
使えない」とか「離婚女性には女として
の難点がいろいろある」などの言い方も
当然にセクハラの範疇でとらえられると
いうことですか。
――いわゆるジェンダー型のセクハラと

いう分類があるんですが、女性であるこ
とを理由に差別的な言葉を投げかけるよ
うなことですか。
――会長にはセクハラについての判断基
準は「性的な関心」の有無がしっかりと
入ってるので、こうした言動も当然に、
「性的関心なんかない。むしろ女として
の魅力を感じないから言っているので、
セクハラになるわけがない」ということ
になるんですよ。
――いわゆるジェンダー型のセクハラと
いうのは、分かりやすく言うと「女のく
せに」「女なんだから」といった考え方
や、それを言葉にしたことと考えてもら
うとわかりやすいかもしれません。
――なるほど、これもダメということで
すね。ところで、最後になりますが、
「女が勝手に判断するセクハラなど認め
られない」という言い分についてはどう
ですか。
――そうですね。それも繰り返される疑
問の一つですよね。それについては、裁
判でも言われている「平均的な女性の判
断」という言い方があります。
――「平均的な女性」ですか？
――ええ、分かりやすく言えば事件の起
きた職場の女性たちにアンケートしたら
皆さんが不快だと回答するかどうかとい
うことです。つまり、極端な意見ではな
く、職場の平均的な受け止め方が基準に
なるということです。
――つまり、職場の女性たちがみんな不
快に感じるようなことについては、男性
もキチンと理解して発言しろということ
ですか。
　佐野は納得したように呟いた。
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「事例」で考える労働法

社会保険労務士（元労働基準監督官）
北岡　大介

同一労働同一賃金をめぐる初めての最高裁判決とは
〈第118回〉

【Q　平成30年６月１日に同一労働同一
賃金をめぐり、重要な最高裁判決が示さ
れたと聞いていますが、その内容と実務
への影響を教えてください。】

１　はじめに
　平成25年４月施行の労働契約法では以
下のとおり有期労働契約に対する均衡待
遇規定を設けています（同法20条）。

　有期労働契約を締結している労働
者の労働契約の内容である労働条件
が、期間の定めがあることにより同
一の使用者と期間の定めのない労働
契約を締結している労働者の労働契
約の内容である労働条件と相違する
場合においては、当該労働条件の相
違は、労働者の業務の内容及び当該
業務に伴う責任の程度（以下この条
において「職務の内容」という）、
当該職務の内容及び配置の変更の範
囲その他の事情を考慮して、不合理
と認められるものであってはならな
い。

　同法は民事法規であり、その条文解釈

は裁判所が裁判例を積み重ね形成してい
くものですが、裁判例・学説ともに同法
解釈に際し、対立が見られました。その
ような中、労働契約法20条に関し、初め
ての最高裁判決として登場したのがハマ
キョウレックス事件2018年６月１日最高
裁第２小法廷判決（以下、ハマキョウレ
ックス最高裁判決）および長澤運輸事件
2018年６月１日最高裁第２小法廷判決
（以下、長澤運輸最高裁判決）です。以
下では両最高裁判決が示した労働契約法
20条の判断枠組み等と実務への影響につ
いて確認します。

２　均衡待遇の比較方法（個別の労働条
件か全体か）
　各社の賃金、福利厚生その他の様々な
項目ごとの処遇は、他の労働諸条件と密
接に関係していることが多いものです
が、均衡処遇に係る判断を行う場合、
個々の労働条件ごとに行うべきか、また
は全体の比較で良いといえるのかが解釈
上、問題となっていました。この問題に
対し、長澤運輸最高裁判決は次の判断を
示したものです。「本件においては、被
上告人における嘱託乗務員と正社員との
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本件各賃金項目に係る労働条件の相違が
問題となるところ、労働者の賃金が複数
の賃金項目から構成されている場合、
個々の賃金項目に係る賃金は、通常、賃
金項目ごとに、その趣旨を異にするもの
であるということができる。そして、有
期契約労働者と無期契約労働者との賃金
項目に係る労働条件の相違が不合理と認
められるものであるか否かを判断するに
当たっては、当該賃金項目の趣旨によ
り、その考慮すべき事情や考慮の仕方も
異なり得るというべきである。そうする
と、有期契約労働者と無期契約労働者と
の個々の賃金項目に係る労働条件の相違
が不合理と認められるものであるか否か
を判断するに当たっては、両者の賃金の
総額を比較することのみによるのではな
く、当該賃金項目の趣旨を個別に考慮す
べきものと解するのが相当である」。以
上のとおり、本最高裁判決は全体の比較
ではなく、当該賃金項目の趣旨を個別に
考慮すべきことを明らかにしたもので
す。

３　労働契約法20条の「期間の定めが
あることにより」「不合理性」の解釈
　前記のとおり、労働契約法20条等は
「期間の定めがあることによ」る労働条
件の相違を問題とします。さらに同条は
職務内容等、人材活用の仕組み・運用お
よびその他の事情を考慮して、「不合理
と認められるものであってはならない」
としますが、まず「期間の定めがあるこ
とによる」相違は如何なる場合を指すの
でしょうか。この点につき、学説上対立
が見られたところ、ハマキョウレックス
最高裁判決は「同条にいう「期間の定め

があることにより」とは、有期労働契約
労働者と無期契約労働者との労働条件の
相違が期間の定めの有無に関連して生じ
たものであることをいうものと解するの
が相当」としました。同最高裁判決は労
働契約法20条の適用を緩やかに解するも
のといえます。
　また同条の「不合理であってはならな
い」との文言について、学説の一部で
は、労働条件の相違が「合理的であるこ
と」とする説が見られました。同趣旨で
あれば、使用者側が非正規社員と正社員
との間の処遇格差につき「合理的であ
る」ことの立証責任を負うことになりま
すが、前記最高裁判決は「同条は飽くま
でも、労働条件の相違が不合理と評価さ
れるか否かを問題とするものと解するこ
とが文理に沿うものといえる」「同条に
いう「不合理と認められるもの」とは、
有期契約労働者と無期契約労働者との労
働条件の相違が不合理であると評価する
ことができるものであることをいうと解
するのが相当」としたものです。

４　最高裁判決に見る不合理性の判断事
由
　それでは個別判断において最も重要で
ある「不合理性と認められるもの」とは
如何にして判断されるべきでしょうか。
これについてハマキョウレックス最高裁
判決は「同条は、職務の内容等が異なる
場合であっても、その違いを考慮して両
者の労働条件が均衡のとれたものである
ことを求める規定であるところ、両者の
労働条件が均衡のとれたものであるか否
かの判断に当たっては、労使間の交渉や
使用者の経営判断を尊重すべき面がある
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ことも否定し難い」とします。また長澤
運輸事件最高裁判決は次の判断を示して
います。「労働者の賃金に関する労働条
件は、労働者の職務内容及び変更範囲に
より一義的に定まるものではなく、使用
者は、雇用及び人事に関する経営判断の
観点から、労働者の職務内容及び変更範
囲にとどまらない様々な事情を考慮し
て、労働者の賃金に関する労働条件を検
討するものということができる。また、
労働者の賃金に関する労働条件の在り方
については、基本的には、団体交渉等に
よる労使自治に委ねられるべき部分が大
きいということもできる。…有期契約労
働者と無期契約労働者との労働条件の相
違か不合理と認められるものであるか否
かを判断する際に考慮されることとなる
事情は、労働者の職務内容及び変更範囲
並びにこれらに関連する事情に限定され
るものではないというべきである。」以
上のとおり、不合理性の判断に際して
は、職務内容・責任、人材活用の仕組
み・運用とともに、企業の雇用及び人事
に関する経営判断と団体交渉による労使
自治など「その他の事情」も考慮要素に
含まれうることを明らかにしたもので
す。

５　不合理性判断のあてはめ～精勤手当
を例に～
　前記の判断枠組みを示した上で、ハマ
キョウレックス・長澤運輸両最高裁判決
は新たに「精勤手当」について、均衡処
遇違反を理由とした損害賠償請求を認
め、更なる審理を行わせるべく高裁への
一部差戻しを判示しました。精勤手当に
ついて、ハマキョウレックス最高裁判決

では次の判断を示しています。「この皆
勤手当は、上告人が運送業務を円滑に進
めるには実際に出勤するトラック運転手
を一定数確保する必要があることから、
皆勤を奨励する趣旨で支給されるもので
あると解される」とします。その上で
「契約社員と正社員の職務の内容は異な
らないから、出勤する者を確保すること
の必要性については、職務の内容によっ
て両者の間に差異が生ずるものではな
い。また、上記の必要性は、当該労働者
が将来転勤や出向する可能性や、上告人
の中核を担う人材として登用される可能
性の有無といった事情により異なるとは
いえない」等とし、労働契約法20条違反
と判断したものです（長澤運輸最高裁判
決も同旨）。

６　定年後退職者の均衡処遇に係る判断
枠組み
　また長澤運輸最高裁判決においては、
定年後再雇用された者であることが「そ
の他事情」において考慮されうるとし、
結論として、基本給・賞与・住宅手当・
家族手当等の相違については、均衡処遇
違反を否定しました。このうち注目され
るのが基本給等の比較方法とあてはめで
す。同事件では定年後再雇用者（有期契
約）には基本賃金および歩合給が支給さ
れる一方、正社員には基本給、能率給及
び職務給が支給されていました。
　これに対し、労働者側は定年後再雇用
者に能率給および職務給が支給されてい
ないことが労働契約法20条に反すると主
張しましたが、同最高裁判決は均衡処遇
に係る判断は、「全体」の金額等ではな
く、個別の給付ごとに検討されるべきと
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した上で、以下の新たな判断枠組みを示
しています。「なお、ある賃金項目の有
無及び内容が、他の賃金項目の有無及び
内容を踏まえて決定される場合もあり得
るところ、そのような事情も、有期契約
労働者と無期契約労働者との個々の賃金
項目に係る労働条件の相違が不合理と認
められるものであるか否かを判断するに
当たり考慮されることになるものと解さ
れる」。このように賃金項目の中でも、
他の手当の有無・内容を踏まえて決定さ
れている場合には、同事情も踏まえ、不
合理性判断をなすべきことを明らかにす
るものです。
　前記判断枠組みの下、同最高裁判決は
定年後再雇用者に対する基本賃金および
歩合給は、その制度趣旨や団体交渉等の
経緯を踏まえ、「正社員の基本給、能率
給及び職務給に対応するものであること
を考慮する必要がある」とします。その
上で、基本賃金と歩合給を合算した額
と、正社員に対する基本給、能率給及び
職務給の合算額を比較し、その減少幅は
２％から12％程度にとどまっているとし
ます。また定年後再雇用者には老齢厚生
年金の支給可能性があることや、会社側
が同年金支給開始まで２万円の調整給を
支給する等の事情を総合考慮し、「不合
理であると評価することはできない」と
しました。このように長澤運輸最高裁判
決は「定年後再雇用」であることのみを
理由に均衡処遇違反を否定したものでは
なく、その制度趣旨や団体交渉の経緯、
さらには定年後再雇用の減少幅（最大で
12％程度）、調整給などの配慮を総合考
慮し「不合理とはいえない」との結論を
導いています。今後も定年後再雇用者の

処遇は個別事案ごと争われ、場合によっ
ては均衡処遇違反が認められ得る点には
十分留意すべきものと思われます。

７　さいごに　
　今後の実務への影響としては、まず定
年後再雇用者を含め有期契約社員には精
勤手当を支給しない一方、正社員にのみ
当該手当を支給している場合の対処が最
優先課題と言えます。その上で何よりも
今後、必要となってくるのは各賃金・福
利厚生項目ごとの非正規社員・正規社員
間の相違とその理由の見える化です。今
後、均衡処遇をめぐる裁判例が蓄積され
ていく中、不合理性判断の基準が明確化
されていくものと思われます。また働き
方改革関連法案が成立し、同一労働同一
賃金関連法案が施行されると、同一労働
同一賃金ガイドラインも正式に発行され
る予定です。今後、各社においても、こ
れら裁判例・ガイドライン案等を参照し
ながら、処遇の相違性に対する「合理的
理由」や不合理であった場合の対応策を
探る取組が求められるものと思われま
す。
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増田明利

何でそんなに持っていくんだ！

　給料日は憂鬱になる。この負担額は重
たすぎると思うのだ。
　「給与明細書を見ると溜め息がもれち
ゃいますよ」
　苦笑する和泉さん（仮名・53歳）は準
大手素材メーカーの管理職。年収は一昨
年（2016年）から1000万円台に乗ってい
る。具体的な年収額は2016年が1005万
円。2017年は約1020万円だったそうだ。
「大手の金融、生損保、商社、マスコミ
などは30代後半で年収1000万円を突破す
るそうですね。それに比べたら遅いけど
世間一般の基準で見たら結構なお給金を
頂戴しているとは思う」
　いつかは突破したい大台であり、世間
からは成功の指標とされステータスも高
い年収1000万円。しかし、和泉さんは豊
かさを実感することはないと言う。その
最大の理由は税金と社会保険料の負担。
これが年々重くなっている。
　昨年に和泉さんが負担した公租、公課
はどれほどかというと、まず所得税が61
万円。住民税が55万円、健康保険料は介
護保険込みで58万円、年金が66万円。更

に雇用保険も約５万円払っているので総
計は何と245万円余り。収入の約４分の
１が税と社会保険で徴収されている。こ
れは辛い。
　「この４月の給与改定で基本給は若干
ですがアップした。だけど上がった分は
ほとんど税金や社会保険料の負担増分で
チャラにされる。手取り額は増えませ
ん」
　基本給、職能給、管理職手当、住宅補
助、扶養家族手当など一切合切の支給額
は約62万円。完全な勝ち組サラリーマン
の金額だ。
　ところが手取りになるとグッと少なく
なる。
　「まず税金。所得税が４万3000円で住
民税も３万4000円取られます」
　更に健康保険、介護保険、厚生年金、
雇用保険などの合計が約９万8000円。合
わせて17万3000円も天引きされるので手
取り額となると44万円と少しという額に
なってしまう。
　「あんまり持っていくなよと思います」
　月に使えるお金が44万円というと贅沢
できそうだと思うが実際は違う。
　「生活費に占める住居費が大きいんで

年収1000万円の不幸

73
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す」
　和泉さんのマイホームは郊外の大規模
マンション。20年前に買ったものでまだ
ローンを支払っている。
　「月々の返済はボーナス払いなしで
６万8000円。管理費と修繕積立金、自治
会費で４万4000円。住まいの維持に11万
2000円必要なんです。これは固定費だか
ら節約できません」
　所在地は都内だが多摩地区で新宿から
私鉄で45分、最寄り駅からバスで15分の
ところ。病院や商業施設、文化施設に行
くには車も必要だ。
　「マンション内の駐車場は抽選で外れ
ちゃいまして。その後何回か空きが出た
のですが籤運が悪いのか外れっぱなし。
仕方ないので徒歩５分ほどのところにあ
る民間の駐車場を借りているのですが、
この賃料が月１万5000円です」
　合計で12万7000円も出ていくから手取
り44万円でも残るのは31万円程度だ。
　「水道光熱費が約２万5000円。わたし
と家内の通信費も合計で8000円前後です
から日々の暮らしは28万円程度で賄って
いるんです。決して豊かではない」
　だから和泉さんのお小遣いは４万5000
円でずっと据え置きだ。
　「たまに同僚や部下と仕事終わりに立
ち寄る飲食店は和民や鳥貴族などの低価
格店ばかりです。お洒落なバルやワイン
バーに行くなんて絶対に無理」
　話題になっている書籍やビジネス本も
図書館で借りるか、少し時間が経ってか
らブックオフで調達するなど涙ぐましい
努力で出費を抑えている。
　「亭主は社員食堂で500円の日替わり定
食。なのに女房は友だちと新宿のホテル

でランチビュッフェ。ふざけるなと思
う」
　ケチな亭主と思われるのが癪なので黙
っているが面白くはない。

教育費、医療費は聖域

　和泉家の家計を圧迫している最大の要
因は二人の子どもの教育費。これが目ん
玉が飛び出るほどの額になる。
　「上は男の子で今年大学４年生になりま
した。私立大学の商学部に在籍している
のですが、こいつの授業料が年間で80万
円を超える額です」
　下の女の子はこの春に美術大学に入学
したが、初年度納入金は私大の文系より
高く約140万円も必要だった。
　「美大や音大に入るにはそれ専門の予備
校に行く必要もあり、去年はその受講料
が40万円も掛かりました」
　上の子は出来が良く、高校から付属校
に入ったのだが入学金や施設費を含める
と３年間で約200万円の学費を負担した。
　「内部進学なので大学の入学金は不要だ
と思っていたら、内部進学者でも一般入
学者の約３分の１、20万円ほど必要だっ
た。何だかんだで高校大学の７年間で払
うのは600万円近くになる。大変な金額だ
と思います」
　この５年間は賞与の手取りが年間で約
200万円あったのだが、冬の賞与はほとん
ど手を付けないで子どもの教育費に準備
していた。娘が卒業するまであと３年は
これが続く。
　「息子も娘も奨学金を受けようかと言っ
ていたのですが、何とか払ってやらない
とね。給付型なら問題ないけど貸与型は
学生ローンみたいなものでしょ。新社会
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人になった途端に借金返済ではかわいそ
うですから。子どもたちには、学費はち
ゃんと払ってやる。だけどクラブ活動や
サークルで必要なお金は自分で賄ってく
れと言ってあります」
　子どもたちもそのへんの事情は理解し
ていて、長男はファミレスのウェイター。
長女は書店のアルバイトに精を出してい
るそうだ。
　「世間一般の感覚では高い収入を得てい
ても現実はこんなものなんですよ」
　豊かさを感じたのは年収が700万円台の
とき。後は負担が重くなるばかりだ。
　教育費に加えて２年前から医療費も必
要になってきた。
　「わたしが53歳、家内が51歳でしょ、二
人とも五十路に入った途端にあちこちガ
タが出てきて病院通いなんです」
　まず和泉さんが高血圧と高コレステロ
ールによる脂肪肝。４週ごとに通院して
いる。
　「２ヵ月に一度の割合で血液検査もして
いるので病院代と薬代で年間に６万円ほ
どの支払いになります」
　奥さんはやや重い更年期障害で婦人科
通い。投薬治療が基本だが薬代込みの医
療費は年間で３万円近くになるそうだ。
　「家内は今年に入って五十肩もやっちゃ
って。専業主婦で労働なんてしていない
のに左肩周辺が痛み、腕が水平ぐらいし
か上がらなくなってしまい整形外科にも
通っています」
　痛み止めと抗炎症剤の注射を５週間。
その後は湿布薬と痛み止めを服用し、週
２回のリハビリも受けている。
　「かなり良くなってきたと言ってます
が、まだ２、３ヵ月は通院しないと駄目

みたいです」
　年初には一家４人がＡ型のインフルエ
ンザに罹患。それぞれ２回通院して薬を
処方してもらったので２万3000円の出費
だった。
　「４年前頃だと全員の内科、歯科の医療
費を合わせても５万円前後で納まってい
たのですが、去年は子どもたちの分も合
わせると16万円ほど。今年は20万円近く
の医療費を支払うことなると思います」
　和泉さんは若干だが血糖値も高くなっ
てきていて境界型糖尿病の一歩手前とい
う数値。このままなら確実に２型糖尿病
になると警告された。
　「医師からタバコは万病の元と言われ、
ようやく禁煙に踏み切った。血糖値も上
がらないよう１日1400カロリー程度に抑
えるよう食事にも留意しています」
　健康のことは勿論だが、これ以上医療
費が増えないように。

不安がどんどん募ってくる

　今現在は高収入を得ているが、これが
退職するまで続くことはない。
　「うちの会社は56歳で役職定年となる
んです。管理職から外れて主事とか参
事、調査役にされるので管理職手当がカ
ットされる。これだけで年間90万円が消
失しますから」
　満60歳以降の雇用維持制度もあるが、
賃金はまず初年度で40％カットされ、以
後も段階的に減額され最終的には60％の
減額になるということだ。賞与の支給率
も現役の５分の１なので年収にしたら
300万円程度まで下がることになる。
　「それどころか58歳になると勧奨退職
の対象になるので肩叩きされる可能性が
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ある」
　君のキャリアを外の世界で発揮しては
どうか。もうあなたにやってもらう仕事
はありません、進退はご自分で決断して
下さい…。過去にもこうやられて会社を
去っていった先輩が多くいた。
　「今は表面上の景気はいい。当社の利
益も伸びている。これが曲者なんです。
儲かっているのだからリストラ資金は潤
沢。経営陣が一気に中高年社員を整理す
るチャンスと思うかもしれません」
　和泉さんはバブル世代にドンピシャ。
人数に見合うポストはないのに社歴が長
くなっているから賃金も高い。社員の構
成バランスから見ても切りたい一団なの
は承知している。
　「これで取締役や役員を狙えるぐらい
の人なら心配なんぞしないでしょうが、
わたしはそんな器じゃないからね」
　リタイアした後の老後も不安だ。
　「自分がまだ30代の頃は年金のことな
んて心配していなかったけど、本当にこ
の先どうなるか分からないですもの」
　経済誌を読んだら年金の支給は70歳か
らになるとか、夫婦共に80歳まで生きる
としたら3000万円ぐらいの蓄えがなけれ
ば破綻するなんて書いてあった。
　「我が家の預貯金なんて微々たるもの
だから。不安が増幅しますよ」
　結婚後は無駄遣いや浪費は慎んでいた
からある程度の蓄えはできた。しかし、
これはマンションを買うための頭金で大
半を吐き出した。リーマンショック後の
数年は賞与が激減したのでまとまった金
額を貯蓄に回すことができなかった。
　「景気が回復し、収入が伸びても今度
は子どもたちの学費、学校外の活動費が

増えて余裕はなかった。それなりの収入
を得ていても残らない、貯まらない」
　税制が変わって年収が1000万円超の高
収入層は税負担が増える。
　「わたしの場合だと、去年とまったく
同じ収入額だとしても７万円近い増税に
なるみたいです。もう嫌になる」
　国は年収1000万円以上の人たちは裕福
さを感じているはず。だから少しぐらい
増税になってもそれほどの文句は出ない
はずと踏んでいるのだろうが、徴税され
る割には見返りが少ないと怒っている人
が多い。
　「取りやすいところから取るという安
易な考えはやめてもらいたい」
　かなり昔の話だが、サラリーマン新党
ができて「給料日の怒りを国会へ」と言
っていたのがよく分かる。
　「我が家も皆で話し合って無駄を省く
ように見直しを始めました」
　まず自家用車。なければ不便なので手
放すことはないが、現在の車検が切れた
ら維持費が安い軽自動車に買い換えるつ
もり。
　「マンション内の駐輪場が１台当たり
月額1200円の利用料が必要なんです。前
は妻と子どもたちがそれぞれマイ自転車
を使っていたので月3600円、年間にした
ら４万3200円。ところが11月から４月半
ば頃までは寒くてほとんど乗らないんで
す。明らかに無駄金なので１台にシェア
して４人で乗り回しています。それでも
不便さはない」
　いつかは突破したい大台であり、人も
羨む年収1000万円超え。しかし、その生
活はバラ色というわけではないようだ。
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非正規・格差是正の二つの 
最高裁判決

〈 5 9〉

社会保険労務士

直井春夫

春夫　正社員と非正社員の待遇格差が、
労働契約法20条が禁じる「不合理な格
差」にあたるかが争われた二つの訴訟
（ハマキョウレックス訴訟、長澤運輸訴
訟）の判決が６月１日、最高裁判所（第
二小法廷）で下され、新聞などで大きく
報道された（2018年６月２日「朝日新
聞」ほか）。
秋子　労働契約法20条にいう「不合理な
格差」とは何かについての最高裁の初め
ての判断として注目された判決だ。
春夫　ともに非正社員のトラック運転手
が正社員との待遇の格差の是正を求めた
訴訟だ。個々の救済としては最高裁の結
論は分かれた。
　ハマキョウレックス訴訟では、正社員
に支払われる５手当（無事故手当・作業
手当・給食手当・通勤手当・皆勤手当）
が、同じ職務の契約社員に支給されない
のは「不合理」と判断した。
　一方、定年後に再雇用された嘱託社員
３名が、定年前と同じ業務に従事してい
るのにもかかわらず賃金が切り下げられ
たのは違法だと争った、長澤運輸訴訟で
は、正社員との待遇格差の大半を容認し
た。

社会改革的規定としての労働契約
法20条

春夫　労働契約法20条は、契約社員やパ
ート、嘱託社員など非正規社員の待遇を
改善するため、2013年４月に施行された
改正労働契約法に盛り込まれた。
  雇用期間の定めの有無で労働条件に
「不合理な格差」をつけることを禁じた。
「不合理な格差」にあたるかどうかは、
①仕事の内容や責任の程度、②当該職務
の内容や配置の変更の範囲、③その他の
事情を考慮して判断される。
秋子　労働契約法20条の新設は、有期労
働契約と無期労働契約という形で正規・
非正規労働者に分断された労働市場の現
実に対して、強行的な民事的効力を付与
して労働契約関係の是正を意図するもの
であり、社会改革的規定と評することが
できる（菅野「労働法（11版補正版）」
335頁）とその役割が期待された反面、
判断の考慮要素として挙げられた「その
他の事情」の解釈など条文の書きぶり自
体に曖昧な点があることもあり、下級審
での判断が分かれてきた。
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春夫　最高裁の判断が待たれていたわけ
だ。

「不合理な格差」の判断枠組み

春夫　最高裁は、「労働契約法20条は、
有期契約労働者と無期契約労働者との間
で労働条件に相違があり得ることを前提
に、職務の内容、当該職務の内容及び配
置の変更の範囲その他の事情を考慮し
て、その相違が不合理と認められるもの
ではあってはならないとするものであ
り、職務の内容等の違いに応じた均衡の
とれた処遇を求める規定であると解され
る。」と判示する。
秋子　ハマキョウレックス訴訟の原告と
長澤運輸訴訟の原告が明暗を分けた理由
は何なんだろうか。
春夫　労働契約法20条が挙げる第三の考
慮要素である「その他の事情」の評価
だ。
　本件の原告はいずれもトラック運転手
であり、正社員と職務の内容は同じであ
ることから、手当てなど処遇に差がある
場合は、当該相違が不合理であるとの評
価を妨げる事実について使用者側が主
張・立証責任を負う。
　このことから、個々の手当ての違いを
中心にその合理性が争われたハマキョウ
レックス訴訟では労働者側に有利な判断
が示された。
秋子　定年後再雇用の労働者の処遇切り
下げには異なる事情があるということな
のか。
春夫　最高裁は定年退職後の再雇用であ
ることを「その他の事情」として「嘱託
乗務員は定年退職後に再雇用された者で

あり、一定の要件を満たせば老齢厚生年
金の支給を受けることができる」などの
事情を摘示し、一定程度の処遇の低下は
「不合理な格差」には当たらないと判示
した。
秋子　定年退職後の再雇用者は一般的に
賃金が減額されるという社会的な実態が
あるけれど、最高裁はその社会的な実態
を重く評価したということね。

法律の規定を具体的権利として確
定・実現する運動

秋子　ハマキョウレックス訴訟の原告は
１名のトラック運転手、長澤運輸訴訟の
原告は３名のトラック運転手だが、原告
らが最高裁までよく頑張ったと思う。
春夫　このような運動としての訴訟は全
くの個人で闘えるものではない。
　原告らの弁護団の奉仕的活動はいうま
でもないが、ハマキョウレックス訴訟の
原告及び長澤運輸訴訟の原告はともに全
日本建設運輸連帯労働組合の組合員であ
り、同労働組合が二つの訴訟を支えてい
たことも忘れてはならない。
秋子　法律に文字で書かれているという
ことと、その文言の内容を具体的に確定
し実現することとは別のものであるとい
うことね。
春夫　そうだ。労働契約法20条の規定か
らは、労働条件の相違が不合理であるか否
かの判断は一義的に決まるものではなく、
その判断には規範的評価を伴うものだ。
　「社会改革的規定」として誕生した労
働契約法20条は、正規・非正規の差別是
正を求める職場の運動によってその内容
が具体的に実現される規定といえる。
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『コンビニ外国人』
芹澤健介著
新潮新書
760円（税別）

　６月15日、政府は少子化や人手不足に
対応するため外国人労働者の受け入れ拡
大などを盛り込んだ「骨太の方針」を閣
議決定した。
　書名は「コンビニ外国人」だが、筆者
も指摘する通り「スーパーや居酒屋、深
夜の牛丼チェーン店で働く外国人もい
る。一般の日本人の目には触れない農場
や工場、介護施設などで働いている外国
人も大勢いる」。身近な外国人労働者で
あるコンビニ外国人を様々な視点で見れ
ば、日本社会の実相、課題を浮き彫りに
なるのではないか、というのが筆者の見
立てである。
　第１章「彼らがそこで働く理由」で
は、なぜコンビニで働くのかということ
から書き始め、その後、いかに外国人労
働者に日本社会が依存しているかという
「数字」を紹介している。日本にいる外
国人留学生27万人のうち、26万人がアル
バイトをしており、この数は５年前の
2.5倍だという。また在留外国人を出身
国別にみると、韓国が減り、ベトナム、
ネパールが増えているという。
　第２章「留学生と移民と難民」では、
新宿区大久保では５人に２人が外国人で
あるという状況をまず紹介し、そして、
政府の外国人受入れ制度を概観する。外
国人の受入れには積極的なのに、なぜ政
府は「移民」の受入れを認めないのかと
いう疑問もここで触れている。これま
で、日本の法務省や外務省にも「移民」

の定義がなかったといえば驚く人も多い
のでは、と書かれているが確かにその通
りだ。
　第４章「技能実習生の光と影」では、
技能実習制度が単なる人材供給制度にな
っていること、2017年11月の法改正でも
根本は変わらないことに注目する。コン
ビニが技能実習制度の職種と認められれ
ば、レストラン、居酒屋も技能実習制度
に加わるだろうと筆者はみているが、国
際貢献という建前はどうなってしまうの
だろうか。
　第７章「町を支えるピンチヒッター」
は、急激に進む人口減少、東京五輪後の
景気悪化、それに伴う外国人労働力の減
少という話から始まる。労働者の奪い合
いがより激化するなかでどう外国人を呼
ぶか。キーは多文化共生だと指摘する。
新宿区、広島県安芸高田市などの先進事
例が紹介されているが「いつか帰ってし
まう人」と捉えるのではなく「町を支え
るピンチヒッター」と考えることの大事
さが強調されている。
　埼玉県川口市の芝園団地では、外部の
大学生がプロジェクトを仕掛けている
が、その中で21歳男性の言葉が紹介され
ている。
　「中国人というと『爆買い』とか『声
が大きい』くらいしかイメージできなか
ったんですが、プロジェクトに参加して
中国の人と話してみたら、いい意味で日
本人とぜんぜん変わらないんだなと思い
ました。壁がまったくなくなったわけじ
ゃないけど、壁がずいぶん薄くなった感
じがします」。
　印象的だ。
　筆者は「交流の経験」が第一歩だと結
んでいる。
　「おわりに」で「日本のファンを増や
すことが大切」と喝破しているが、その
ヒントを示唆する一冊。
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季刊労働法 アップデートな労働法，
労働問題の争点を探る！

251号 特集　問題提起・LGBTと労働法

●性的指向・性自認に関する問題と労働法政策の課題　内藤 忍
●多様な労働者への対応とLGBTの労働問題　長沼裕介
●性的指向および性自認を理由とする困難と「差別禁止法」私案　神谷悠一
●アメリカにおける性的少数者の現在　富永晃一
［第２特集］2015年改正法等の論点
●労働基準法（労働時間規制）改正案の検討　名古道功
●平成27年改正労働者派遣法の検討　　高橋賢司
●青少年の雇用促進等に関する法改正について　紺屋博昭
●外国人技能実習適正化法案　斉藤善久
●医療保険制度改革法の一考察　原田啓一郎
（ほか、研究論文、判例解説等）

252号 特集　制度発足70年・労働委
 員会制度を考える
●戦後期における労働委員会と労使関係　仁田道夫
●労働委員会制度の現状と課題　諏訪康雄
●不当労働行為法理の課題　道幸哲也
●労働委員会の個別労働関係紛争に対するあっせん　野田 進
●労働委員会制度に未来はあるか？　大内伸哉
「職場における精神障害発症に対する法的救済」
私傷病休職者の復職と解雇・退職　北岡大介
精神障害の労災補償　田中建一
精神障害による自殺と損害賠償　鎌田耕一
（ほか、研究論文、判例解説等）

253号 特集　学生の就労をめぐる法的
 課題
●ブラックバイトはなぜ辞められないのか？　渡辺寛人
●大学生の在学中の就労における法的課題　紺屋博昭
●就職活動段階における労働問題　佐々木 亮
●労働者に対する労働法教育の限界とそれへの対応　和田一郎
●学生の就労をめぐる労働行政の役割　田口晶子
●『ブラックバイト対処マニュアル』を監修して　石田 眞　竹内 寿
第２特集　実効性ある均等政策に向けて
改正育児介護休業法の評価と課題　菅野淑子
在宅介護の長期化と介護離職　池田心豪
（ほか、研究論文、判例解説等）
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労働分野の情報を
総合的に発信する
ポータルサイト

「労働判例
ジャーナル」が
お手元に
届きます！

4つのメリット

タイムリーな労働事件
裁判例を網羅的に掲載
した月刊誌。誌面の文
献番号を「労働法EX+」
で入力すると、判決文
全文を読むこともでき
ます。

※契約は年単位となります。
※複数名での契約は割引があります。詳しくはホームページをご覧く
ださい。

年額 24,000円＋税
最新の判決やニュースが読めて…最新の判決が

すぐに見たい！

リーズナブルな利用料金

充実の情報量 労働判例ジャーナル（冊子）が毎月届く

最新
ニュース

労働分野
の法律

労働事件
裁判例

通知・
ガイドライン

審議会
情報

最新
ニュース

労働分野
の法律

労働委員会
命令

労働事件
裁判例

通知・
ガイドライン

審議会
情報

連
携

労働判例
ジャーナルの
内容も
完全網羅！

労働法学研究会の会員、労働判例ジャーナル購読者は無料で利用可！
多人数の一括ご契約で割引！

労働委員会
命令

25545272 検索
文献番号検索

開発：株式会社 TKC ／販売：株式会社労働開発研究会

月々で計算
するとたった
2,000 円！

ご購読者様はぜひ EX+ をご利用ください（無料で利用可）。
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